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わが国における幼稚園の塙矢は、明治 9 (1876)年11丹、東京女子師範学校に創設された開校関属

幼誰圏に求めるのが通例である。それ以前にも、京都の初[l池小学校に付設するかたちで幼稼遊嬉場と

いう名称の幼児教育施設他の設立はあったが「幼稚園」という名称を使っていないこと、設立設すぐ

に麗止となっていることのため、東京女子師範学校耐属幼稚園を名実共に幼稚閣の始まりとするので

ある。「幼誰留jという雷葉そのものがフレーベルの保育観を代表しているためでもある。

ただ、 i可留が開臨されでも、フレーベル主義保育を知るのは、日本語がほとんど話せなかったドイ
ふゅ

ツ人主席保栂松野クララ一人だけで、日本人保蝿豊田英雄と近藤 浜は愚物中心保育に関する知識は

ほとんど皆無であった。そのため、明治 9年 (1876) 8丹、来日した松野クララに、関関直前から馬

関後4カ月余りの期間、豊田英雄、近藤 浜(続いて関鴎劫手2名が加わる)を相手に、英語による

講義をさせ、同閣監事の関 信三がそれを通訳するというかたちで思物保育の f傍習jがなされるこ

とになる。したがって、最初の内は患物保育は試みとしての実践でしかないが、英雄らの晋臨もあっ

て、唱歌を除けば患物保育の初期定着は明治11年 (1878) の秋頃までにはなされたかと思う。また、

雅楽調の唱歌の幾つかは、早くから用いられていたが、洋風唱歌を加えた唱歌の初期定着は明治15年

頃であったと考える。本稿では英雄らによるフレーベル主義保育導入と定着期の実相を究明してい

る。

し幼稚留の創設と愚物中心保育の定着化

1.1 幼稚園の部設

1. 1. 1 幼稚園創設の経緯

75 

東京女子師範学校に附属幼誰留を設寵することは、関係者の間ではかなり早い段階から想定されていた
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ょうで、明治8年(1875)11月29臼に本校が開業する 4カ月も前、明治 8年 (1875) 7丹7日、時の文部

大輔であった田中不二麿は太政大臣三候実美宛に、同校に約属幼稚闘を設置することを嬰詰する次のよう

な伺いを立てている。

幼稚園開設之儀

方今小撃校の設立漸に加はり墜齢子女就撃の途桔開け、授業の方法手書端緒に就き候得共濁撃齢未i持の

幼稚に至つては、誘導の方其時を得ざるが如く、教育の本旨に副はず頗る扶典と存候、因て這回東京

女子師範事校内に於て幼稚園を創置し、京に幼蒋の子女凡百人を入れ看護扶育以て異日就撃の措梯と

致度尤右費用は嘗省定額金を以て措排可致候候別段仰裁可候也(1)

この伺いに対する閤答は「伺之趣難関届候事jであった。幼稚関設立の願いは却下されたのである。

そこで文部省は同年8月25日に次のような「再臨伺J(討を出すことになる。

本年七月七目的を以幼稚閣開設の儀相偶{疾患向八月二日附を以飼之趣難関届挟段榔指令相成然虚右幼

稚盟の犠は児め良教師をして専ら扶育誘導せしめ遊戯中不知不知就撃の構梯に就かしむるものにして

教育の基礎全く認に立つベく遂次撃事擁張の際 先づ於嘗省賓地此雛形を設け漸々其方法に悶らしめ

んことを欲する旨趣にして期今不可敏之急務速に施段相成度尤女子師範挙校内建家兼用致し嘗分之内

費等該校補助金を以耕{裳可致{炭焼開設之儀御允許相成度此段更に相伺候也

教育の基礎は幼見教育にあるとし、学事の拡張のためにも、幼稚圏設置は急

しては改めて要求するものでで‘なしい、、。費用は当校内で措霞するのでで、、ぜひとも設置認可をいただきたいとい

う内容である。これに対し、同年 9丹13目、太政大臣三候実美から「伺之趣開属候事jとの回答があり、

9月15日、文部省は幼稚留設置の布達を出している。

文部省から依頼された桑田親五訳 f幼稚関 上j(3)が刊行されるのは明治9年(1876) 1丹である。果

たしてこの翻訳が設置認可能に依頼されたか、設置認可後に依頼されたか不明であるが、ともかく、文部

省はフレーベル流の幼誰圏教育の導入に向けて早くから手は打っているのである。ただし、具体的な準備

は明治 9年 (1876)年になってからであり、明治 9年 (1876) 6月 l呂、保育の方法、建築の意庇等の議

定をなし、土木、建築の業を起こし、同年11月6自に関舎が竣工している。 11月14日付で、文部省は次のよ

うな幼稚園開設の犠を一般に布達することになる。

文部省記録率

第五鵠

東京女子蹄範挙校内ニ於テ幼稼闇開設候傑此旨布達候事

文部大輔邸中不ニ麿代理

文部大丞 九鬼隆一(4)

明治 9年 (1876)11丹16日、いよいよわが国における初めての「幼稚園Jが開業となる。もちろん、開

業に合わせて、監事(園長)関 信三、主席保賂松野クララ、保嬬豊田英雄、間近藤 浜が任命されるが、

保育史研究会の資料(5)によると助手として12月上旬に大塚某、 1丹に山田皇佳が加わっている。

開業の自には特別な行事等はなかったようで、英雄は倉橋の質問に応じて「官時開業式と申す程のこと
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なく、 R往々五六十人ばかりの富豪或は貴顕家の愛児を、夫々おF>ft女中のごとき方附添来り、長方形なる講

(遊戯室)に集合し、風車、燦々などのうたをうたひて、幼稚にうたわせ、暫くして関克も慣れ、保婦

もなれたる頃、皐后様の行啓を仰ぎ、総て御霊覧遊ばされましたJ(61と答えているが、 11月16日も簡単な

式はあったようで、米国出張中の田中文部大輔の代わりに文部大輔代理九鬼隆一以下数名が来園し、祝意

を表している。ただ、菌児らが歌をうたったのは、話の後段にある、 皇太后の行啓を伴う l年後の

正規の関圏式の際のものではないかと思う。開業式の日の入閤者は75人であったが学年末には約 2情の158

名に膨れ上がっている。

ヒューマニスト中村正直は、明治4年 (1871)、混血の幼児救済と教育のために、横浜に設立された「重

米利加婦人教授所jの趣意に賛同し、宣伝文まで書いた人物である。中村は、幼児教育には早くから関心

を抱いていたが、今度は自分自身の東京女子師範学校に附属幼稚園を設立することになり、幼稚園教育に

ついて人々を啓発する意味もあって、明治 9年 (1876) 5丹、文部省の『教脊雑誌jに次のような「ドゥ

アイ氏幼雄歯論の慨旨J(71という翻訳稿を発表している。

中村正直訳稿 ドゥアイ氏幼稚関論の慨旨 一個の幼稚閣に五拾人、乃至ー百人を入るべし師範校

の生徒は 一人の教師を助け併せて幼誰を突事に教ふるの機を得しめ 他日入校の時学問と歓f命

と同時に合ーならしめ 又心思の食物を授けて 心思を養ひ長ずること恰も滋味の身体を長養するが

如くならしむ 又向時に修身教養を施すことを得べし これ小児を歓喜せしむるに由て得らるべし

内外交養して規則)IIJ{序の立つやうになるべし

小児問群相交はらしめ、真実にして偽詐なき人に養成するなり

集会場の結構は、人意を喜楽せしめ小児の性情に適することを旨とすべし 菌に傍(注;読

みは「そいJ) てーの大屋を起し 高徽(注;読みは fこうへいJ) にしてよく空気を流通せしむべし

簡には草を布き花を栽え又噴泉を造らば吏に好し 美麗なる薗留を備ふベし 室内に腰をかくべき

鹿を設け 又小児の為に媛主主あるべし 又低きテーブル 又体操及び遊戯奔走すべき場所寛くあるべ

し 広室には花をJJ、て飾り爵図其地心日を喜ばしむ物を備へ 置くべし 種々の旗をも立つべし

第三 フレーベル氏の幼稚閣の事を了解する婦女を得ること再肝要なり この婦人は 考思する習

積を有つベし 気根菩かるべし 快活の心あるべし 中心に発する内外合一の品行あるべし

小児を真正に愛する心あるべし 普通学を学ぶものなるべし 教育の理と教育の実事とを知り経練

するものなるべし この婦人は声の清く且つ大にして又音楽を解するものなるべし ピアノも大衆会

の時には入用たるべし

第四 善き玩物を備ふベし 普き遊戯を倣さしむべし 遊戯と快楽とは身体と心思を強壮ならしむ

るに欠くべからざるものなり 小児の年齢に槌て玩物遊戯を別にすべし 甲の物に厭きたらば、乙の

物を以て之に換ふべし

短い文章の中に、幼稚翻とは、適切な建物と躍のある「国Jに幼児を集め、屋内外の環境を整え、フレ

ベル主義教育を良く理解する善き教師の下で、遊戯を通して養き教育をするところであることが、要領良

く説明しである。しかし、幼稚園なるものを、見たことも開いたこともない当時のわが屈の人々が、これ

を読んで、、幼稚閣についてどれほどの具体的なイメージを思い描けたか心もとない限りであるが、まずは

ここからスタートするしかなかったのである。

ただ、入問者数の増加の経緯を見ると、当時は新しいことに注目する機運もあって「良くは分からない

が幼児の教育の分野で侭か面白いことを始めるらしいJという期待感を持って受け止めた人々もあったの
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である。

幼稚箇開業車前の11丹13日には、女子師範学校で第二囲日本国婦人之会議が開かれるが、婦人向けの講

演会で、棚犠絢子の f嘗今の学問の方法」、関 信三の「幼稚園の説J、最田英雄子の f母親の心得」、

豊寿(飛び入り)の「一家の経済J、中村敬字(正産)の「講義Jが披露されている。この会議に夫人

と参加した記者西田吟香によると聴衆は f三百五十六十人なりしと党ゆJとある。翻橋、豊田、星はわが

間初の女性講演者となったのである。

豊田英雄には夫が早世したこともあって実子はない。そのために「母親の心得Jという講演テーマに違

和感を覚える人もないではないらしい。しかし、確かに豊田英雄には実子こそなかったが、豊田家では後

継の男子がすべて亡くなったために、英雄は豊田家の嗣子として夫の弟の遺児伴5歳を引き取って養育し

ているのである。講演時には、{半を引き取ってすでに10年近く過ぎており、英雄は母親業もト分経験済み

だ、ったのである。

また、それに先だって、英雄の母雪子は政二郎(政)を生んで、その年の内に亡くなっており、おそらく

政を養育する婦人を躍っていたであろうとはいえ、 12歳になっていた冬をはじめ、家族の者も政の嬰見期

からの成長を見守っていたはずである。また、英雄は東京女子師範学校に抜擢されるまで、家塾と女子小

学校で多くの子どもたちと接しており、母親業とは何か、子育てとは何かについてしかるべき識見を持っ

ていたのである。

中村正査は幼稜圏開業直後にも、今度は新聞紙上において、フレーベルの幼稚盟論に関する次のような

翻訳稿を発表している(針。また、 11丹28日の日日新開雑報には、幼韓関監事となったばかりの関 信三の

f幼稚菌」と題する記事も掲載されているが、ここでは中村のものを紹介する。

九年十一月鋒四日 日日新聞雑報

フレーベル氏幼稚閣議の概旨 中村正直諜稿

小児は人の苦なれば、普く教養してその自然の性を自由に護達せしむべし、関して小児をして、その

天性を獲する便利遭際を得せしむべし、これが為に遊間を開き、ーの建物を設け、花木を愛ずる性を

接出せしめ観察を普する人と成のみならず、又種惑を能する人に成立せしむべし。しかれどもフレー

ベル氏この場を事，校と講するを嫌へり、その故は事校教育前の卒業と見倣すことなればなり、起立の

意は、五歳より七歳に至る迄の小克を遊ばしめ、小挙校に入る前の年月を瞳(注;読みは「むなJ)

しうせざらしめ、撃開をする前事業を成し置かしめんとするなり、小児の天性に相設したる感化を被

らしめんと欲するなり、その身躍の力を強くせしめ、その五官の用を働らき出さしめ、 ト分に天地寓

物の世界と、人類の世界とに通融なさしめ、その心思精神を嘗然の方位に指南し、高生の根元に導き、

造物主と合してーとならしめんと欲す。

フレーベル氏「ヲン、ゼ、エヂュケーション、ヲブ、メンJを著し、三歳前小児教育のことを説けり、

フレーベル氏の説に、三歳を経たる幼雄は、ガJ種閣の保{専に委ぬべし。

ベスタロヂ氏の説に、母は小児の為に天授の教師なり、六七歳までは母の教養を受べし。

ベスタロヂ氏の説を行へば、小児の教養は家内に限り各その母の経験に拘束せらるべし。

フレーベル氏自く、母たるもの必ずしも普師ならねば小児の教養は永く一家中に限るべからず、小児

の自然の才、天然の能を護せしめる好機舎を奥ふるには小克を曾し一所に群をなさしむべし。

小児群をなす時は、梧1Iの作用を穫し、甲より{動き出し、又乙より傍jき返し、勢力を出し敏速快活な

る事に憤るるべし、且つ小児相合するは、他年人間社舎に入る蔀表にして、社舎の萌芽の景象を現は
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すなり。人となりでは喜怒憤護高輿憂痛想願あることなり、この間に合する小児は、これらの性を十

分に顕さしむる目的もこ、に在り、機舎もこ、にあり、この鴎にありて、許多の珍異なる事物を見開

するに由て、これが為に感動勤隠jせられ、或は模擬せんと欲し、

の力を強壮にし、多く言語を用ふるの機舎を得せしむるなり。

に朋友関群に鼓舞せられ、身罷

ここではフレーベルの自然主義的な「自動成長論jや「児意中心主義」が良く紹介されており、子ども

の五感の働きを重視し、遊戯(行為)によって学ぶというフレーベル主義教育の根幹に触れており、人と

人との関わり合い、人と物との関わり合いという相互作用(経験)の重要性についても語られている。新

しいものを前向きに受け止めようとする人々にとっては、これは非常に新鮮な説だ、ったと思われるが「造

物主と令してーとならしめんjといった言葉は、プレーベル主義の幼稚闇なら当然の表現であるが、これ

は当時の守旧派に「幼稚園とは耶蘇教を布教するところかjという誤解を与える恐れも十分にあったと思

う。しかし、フレーベル自身の宗教観はむしろ汎神論的であり、「造物主Jを東洋における f天帝」ある

いは「天」と伺質のものと考えでもそうずれは生じない。ともかく一見中村のおおらかさが良く出ている

文章ではあるが、こうした微妙な部分の文書には、中村も相当神経を使ったはずである。

豊田英雄や近藤 浜らは、フレーベル主義の保育に関しては無知に等しかったO したがって、中村や関

の翻訳稿や桑田親五の『幼韓国jにおける記述を一日でも早く出化、吸収すべくただひたすらに熟読含味

したはずで、ある。明治10年代の英雄の「挨拶稿Jや「手記jなどを克ると中村のこの翻訳稿に見られるよ

うな考え方に相当影響を受けていることがわかる。クララの講義にしてもベースは向じだからである。フ

レーベlレ流の保育を一日でも早く理解し、定着させようとする立場の者としては当然といえば当然のこと

でもある。

アジアナトiの片隅に蒔かれた、たった一粒の種である幼稚密では、日々、泥縄的に保育の「停習」が実施

され、試行錯誤による保育の f実践jが行われたのである。しかし、いかなる新しいものでも、驚異的な

スピー Fで「わがものとするjのは、古くから日本人のお家芸でもある。

田英雄や近藤 浜の理解力、実践力は並ではない。中村、関、松野、豊田、近藤らの努力もあって、

わが閣におけるフレーベル主義保育の初擦定着はかなり早い時期に求められるのではないかと考える。

者は患物中心保育の大方の初期定着は、明治11年 (1878)秋頃としていいのではないかと考えるし、唱歌

だけはやや遅れて明治15年 (1882)前後に初期定着が見られると考えている。

ついでに述べておくと、当時の保育に対しては、「思想、は抜きにして方法の吸収ばかりに汲々としてい

たjという指摘がある。もちろん、妥当な見解ではあるが、それは一般教育の世界でも、学問の世界でも、

美術の世界でも、音楽の世界でも皆開様であり、ひとり保育だけの問題ではない。これはわが国における

文化摂取に付随する共通の欠陥なのである。

こうした指摘は、保育界の発展のために必要な問題提起であり、特別に批判するつもりはないが、ただ、

発展途上期においては、避けることの難しい「時代的融界jが付きまとうことも理解しておくべきである。

確かに思想抜きの文化の摂取は開題である。しかし、歌米に追いつき、追い越していくために、また、自

の前の子どもたちのために、先ずは学校の設置、先ずは幼稚留の設置を先行させたのである。

それは、敢えていえば、教育関係者の施策上の高等な「戦略jでもあった。教育学者や政治家がフレ

ベルの f人聞の教育jあたりを読んで「これはすばらしい。これは日本でも実践すべきだ」と提唱するこ

とは望ましいことではあるが、それでは義務教育でもない幼稚園の設置なと守いつまで、待つでも実現しない

のである。

また、正夜、信三、クララ、英雄、浜らの幼稚闘教育の摂取は「方法Jに片寄っていたといわれている
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が、これらの人々は意外なほどにフレーベルの教育思想の提幹である「五感の重視Jr遊競(行為)によ

る教育Jr相互作用(経験)の原理Jr想像力の育成Jr創造性の開発」などを理解しており、これらにつ

いては現代人と大差はないのではないかとすら思う。方法の摂取去々よりも、フレーベル主義保育の問題

は、当時、アメリカあたりでもすでに形式主義、秘儀主義に墜していた、その「方法jそのものにあった

のであるがこれは後述する。

豊田、近藤らは、間関後しばらくすると、大方の恩物の使用法については理解し、実践の中でこなして

いった。

しかし、「立工法Jや、「摺紙法(注;読みは「しゅうしほうJ。折り畳むこと。折り紙)Jにおける「紙

の選定Jと「染め」の問題など、一部の思物の使用法や、また、特に f唱歌jについては最初はまったく

お手上げ状態であったが、二人が優れているのは「ないものは創るJという保育の姿勢を持っていたとい

うことである。

当時の保育については、種々開題はあったとしても、二人は自の前の課題に果敢に挑戦し、実際、「な

いものは創ったjのである。この姿勢こそが、保育において最重要事項のーっと思うがこれこそ現代保育

に大きく欠けている部分でもある。

中村の文章には[その身韓の力を強くせしめ、その五官の用を働らき出さしめ、十分に天地高物の世界

と、人類の世界とに通融なさしめ、その心~思*討中を嘗然の方位に指南し、寓生の根元に導き、造物主と合

してーとならしめんと欲すJとあり、プレーベルの究極の教脊呂標が簡潔に紹介されているが、フレーベ

jレの宗教観や球の哲学などとからめてこれを理解するのは至難のことである。

ともかく幼稚留の開業から正規の間関式までの 1年の問、明治 9年 (1876) 3月22日、米国へ向け渡杭

した田中不二麿は、明治10年(1877) 1月10日に帰国するまでは文部省不在であり、明治10年 (1877) 2 

月15日には、九州、lで西商戦争が勃発し、 9月24日に終結するが、いっぽうでは、酉商戦争の最中にもかか

わらず、明治10年 (1877) 8月21日から11月30日まで、上野では第一回勧業博覧会が寵されている。

こうしたこともあって、なかなか正規の慌関式も開けなかったが、政治家にとっても、官僚にとっても、

軍人にとっても、産業人にとっても、新興国らしい慌ただしい落ち藩かない日々が続いていたのである。

また、輩出英雄偶人にとっても、西商戦争で出兵した実兄の陸軍少佐桑原力太郎が、明治10年 (1877)

4月6日、田原坂の南方 5キロの木留の戦闘で戦死するという悲痛な出来事が起こっている。

郵便報知の従率記者犬養 毅は、 3丹26日の戦報で持寿六日日米爽(注;読みは「まいそう」。夜明け)、

護た軍を進め、木留村の域外に於て大に劇戦し、漸く前自失ひたる砲牽を都べて残りなく取り戻したり。

この戦には、我が左翼の将桑原某が最も勇戦せりと去ふ。J(9)と書いている。部隊編制からいって f終桑

原某jは桑原力太部かと思う。

また、陸上自衛隊の戦史(附は桑原力太郎が戦死する明治10年 (1877) 4月6日の戦闘について次のよう

に記している。

この日は非常に霧が深く、薩箪は突如として霧の中より出撃し、縦横に爽撃し疾風の様に荒れ由るの

で官軍は到る処で襲撃を受け、後方連絡を新たれた小部!誌は僅かに死体の下にもぐったりして敵弾を

避けたといわれている。

また稲村少住躍下の官箪右翼賎囲コ中隊も半高山の守地から南下して沼田野の露軍を攻めたが遂に手IJ

あらず、中央、左翼の諸隊と軌を同じくしてトヨ玉、 00頃兵を守線に収めた。一段状勢は次のとおり

である。

一、征討総督はj商水の砲台に至り戦況を視察された。
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二、本戦斗において勝手Ijを収め熊本に進撃できると確信していた官憲は、駄馬五00頭の鞘重を滴

水の旅田E司令部附近に準備したが攻撃の不成功に伴い目的を果たさなかった。

三、本戦斗の死傷者は桑原少イ左 (II/8i長)以下ニ二五名であった。

由、この百八代方面は萩原に、山鹿口は鬼塚にて交戦した。

桑原少設は、まだ、薩寧の戦力が十分に残っていて、両軍が守地を取ったり、取り返したりする激しい戦

闘の中で戦死している。こうした悲劇の中でも、英雄はわが簡に幼稚園教育を導入し、根付かせるという

任務と正面から取り組まなければならなかった、のである。

1. 1. 2 クララの来日と結婚

フランスの郵船タナイス号の乗客のひとり、クララ・チィーテルマンは、明治 9年 (1876) 8月14司、

横浜港で下船している{ヘクララはかつてドイツに留学していた林学研究者松野 隅と結婚するために来

日したのである。

松野 摘は弘1t4年 (1847)長州藩に生まれるが、幕末、脱藩し、東京で開成学校のスイス人講師カド

l) ~ルやドイツ人公使舘通訳のケンベルマンらにドイツ語を学んでいる。林学研究者の記述(12) によると、

松野は、明治3年 (1870)、プロイセンに盟学する北自)11伏見瀧宮の従者として選ばれ渡欧するが、その

後、松野自身も留学生の身分を得て、林学を専攻し、ベルリン郊外のエーベルスワルド官立アカデミーに

入学している。遣外使節屈の岩倉具視、ァド戸孝允、大久保利通らは留学生の実態調査も行っていたが、林

という専攻に濡心を抱いた一行は、留学生の松野を呼ぴ、林業・林学について語らせるが、松野の話を

開いた大久保は机を叩いて大いに向調し大いに満足したと伝えられている。松野は、;帯独中、クララと結

婚する承諾をクララの母から得ていたが、明治 8年 (1975) 8月8日、単独で、自本に帰っている。

クララは、松野との結婚を遂げるために、松野が帰屈しておよそ l年後に来自したのである。しかし、

本館での書類の手続きに不備があったようで、早くても 3カ月、遅ければ半年ほど、結婚を遅延しなけれ

ばならない、という事情が発生している。中村理平の著書(13)によると、クララの落ち込みはかなり深かっ

たようである。

困り抜いた構とクララは、ドイツの留学仲間で、長州人の青木周三、品)11弥次郎の日添えもあって、

ナH関の総富市木戸孝允のもとへ相談に行くことになるが、この辺の事情については、音楽史研究者中村理王子

が、木戸の日記を紹介しながら『洋楽導入者の軌跡j出)において詳しく説明している(中村は分摩い

の中でピアノ指導者松野クララの一業を設けている)。

木戸は、クララと松野に同精し、結婚前に松野と開棲することなどは考えていないクララを、木戸邸内

に住まわせるが、クララが英語に堪能であることを知ると、「明治 9年(1876) 9丹26日より翌年 1月ま

で、月 100円Jの条件で、東京女子師範学校の英語講師の械を紹介する。

しかし、クララは開もなく、再年11月16日に開設予定の東京女子師範学校F付属幼稚園の主席保婚として

採用されることになる。豊田英雄、近藤 浜らに対するクララの保育法の伝習は、幼稚国開業前の11丹6

日には開始されている。

したがって、ドイツから来日して、 1カ月余の女性を英語講師として採用してみたら、フレーベル流の

保蹄養成校で学んだ外国人だということがわかって、来日 3カ月自には、東京女子師範学校の幼稚顕主席

保婦として採用した、ということになる。わが国の幼稚国教育は普通にはあり得ない幸運な患の下にスター

トしたのである。しかし、これではあまりにも話が出来過ぎている。

クララの来日前に、クララ(あるいは硝)と文部省関係者との陪で何らかの約束があったのか、なかっ
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たのか、クララが本国で受けたという保熔養成課程は半年だったのか、 1年だ、ったのか、修了証明書など

は持参していたのか、持参していなかったのか、クララは幼稚顕探栂の経験があったのか、なかったのか、

あるいはもっといえば、クララは本当に保栂養成学校で学んだのか、学lまなかったのか、重要な情報はす

べて謎のままなのである。

はっきりしているのは、ドイツ人クララは、日本語はほとんどできなかったが英語は堪能であったこと、

幼稚関教育では重要な楽器であるピアノをかなりの程度弾けたということである。

ともかく、クララはわが国で初めて開設された幼稚園の主席保婚という授史的な役割を演じることにな

るのである。また、先の中村の著書によると、稿とクララは、明治9年(1876)12月17日には、精養軒で

結婚披露宴をし、同臼中に、入籍を済ませている。二人の結婚披露宴には木戸孝允一家、ドイツ人某、野

村 靖、品J11弥次部一家、長松 幹一家など、ドイツ人某を除けば長ナ1'1の関係者12名が出席している。

ちなみに、出席者の一人野村 靖については既述しているように、後に内務大臣となる野村 靖である

が、野村は豊田小太郎と荷接的な関わりを持つ男である。幕末、勤王僧月性は、松下村塾四天王の一人、

入江久一(杉蔵)に手紙を出し、追伸で豊田小太郎の人物を称揚し、御賢弟にもこのことを伝えるように、

と書いたがその「僻賢弟Jがこの野村である。小太郎を間接的に知る男が、当時、英雄の保育法の先生を

つとめていたクララの結婚披露宴に出席しているのである。

松野 棋は、帰国後、大久保の世話で、官吏となるが、西郷従道が農臨務僻に就任した折り、山林学校設

立の提案をし、明治15年 (1882)、東京山林学校が設立されると、向時に、初代校長・教授に就任してい

る。後、東京農林学校、帝国大学農科大学で教鞭をとるが、その後、再び、森林関係の官吏の仕事に戻って

いる。松野はわが国林学の祖である。

クララ自身が残した文献はこれまで皆無とされてきたが、筆者はクララが2件の文献を残していること

を確認している。もちろん、日本語の読み書きがほとんどできず、会話も不自由であったクララであるか

ら当然代筆の文書である。

一つは明治11年 (1878) 9月頃に書いたと怠われる「小児養育実験之説J(三候家文書) (日)であり、も

う一つは明治20年 (1887)中、独逸学協会婦人懇親会の席上、クララが4閣に渡って講演したものを代筆

者がまとめた「嬬入の徒登免(注;漢字表記のひらがなで読みは「つとめJである)J (発行は明治21年)(16) 

である。これらについて詳しくは後述することにする。クララの書簡については、高橋清賀子が高橋清賀

子家文書中の一通(17)を論文の中で取り上げたものがある。

1. 1. 3 クララによる保育法の伝習

東京女子部範学校附属幼稚間の開業は、明治9年 (1876)11月16日であるが、保婚の豊田、近藤、保育

助手の山田、大塚らに対する、クララが英語で語り、関が通訳するというかたちの保育法の「停留jは、

先にも書くとおり幼稚関開業前の11月6日に始まっている。「俸習」の月日、回数等については高構清賀

子の論文(閣に詳しいので以下引用する。

保育の実際を組み立てて行く作業の日々の様子は、英雄の自筆になる f幼稚園日銀」のなかに見るこ

とができます。「幼稚留日銀jとは、豊田英雄が明治九年十一月六自~明治十年三月十七日までの五

カ月間、松野クララから受けた伝習の毛筆による記録です。

目録の内容は、

l 伝習の行われた場所

2 その日の天候と温度
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4 伝習を受けた者の名前
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など、事務的な記述のみで、保育内容そのものは一切記されていません。伝習を受けたものとして、

豊田英雄、近藤 浜、山田、大塚の四名が記述されています。

来訪者として、張理中村正夜、太政大臣三条実美など。

伝習の間数を整理してみると、

十一月……十七回

十二月……十四閤

一月

-・・・・・十四四

二月 ……自問

イ云習はおおよそ、一日おきの頻度でおこなわれていたことになりますが、はたしてドイツ人松野ク

ララからどのように伝習をうけていたのでしょうか。その伝習はドイツ諾ではなく、英語でおこなわ

れていました。通訳は関信三、中村正直の娘たか子、勝海舟の娘自賀田夫人等が務めたといわれてい

ます。英語でおこなわれた様子は区銀の欄外に記されている「サルスデー thursdayJ I wednesday J Iソ

ンデ一休みJ等によって侍い知ることができます。

(注;前村による中略)

{云習の内容がどのようなものであったかを伺い知る資料として、「幼稚関f云習問書稿Jなるものが

残されています。英語の通訳を通して開きとったものを毛筆で書き留めたものですが、明治九年十一

月二十五日のものだけでも、何回か書き換えられ、文書が微妙に変えられています。

4カ月余の間に実に61閣の伝習を行っているのである。その内容は、高橋清賀子家文書中の「幼稚関伝

習開寄稿j、手記「代紳録一浄寓幼稚闇教育理論松野久良々氏口授開書J(浄書完成は鹿児島出張

時の明治12年中か(19))、

などに残されている。

f愚物大意J、手記「幼稚園J(これは f代紳録 の前半を記述するもの)

確かに、高橋がいうように「思物大意Jなど豊田英雄の文書は度々書き臨しがなされているが、豊田は

原意を大切にする人で、その修正は諾勾の言い換えや雷い留しの手直しといったことが主でほとんど原意

を曲げるようなことはしていない。

通訳に必然的に付臆する陵昧な諾勾や座りの悪い言い回しについては納得いくまで推鼓に次ぐ推離を重

ねているのである。この場合でも、豊田はただの生徒としてのスチューデントではなく、学者としてのス

チューデントである。

関 信三は僧侶であるから当然仏教に詳しく、漢学、英語の力も相当にあったが、最田芙雄の学問のパッ

クグラウンドは、先生である松野クララや関 信三と対等J2J、下のものではない。したがって、英雄はクラ

ラの講義を嬬集し、保婚養成に使いやすいテキストとして、 f代紳録会J、「代紳録 二J(いずれも高矯

清賀子家文書)、 f代紳録 三J(鹿児島で作成したもの)を作成し実際に用いることができたのである。

1. 1. 4 クララの幼誰問教育啓発

南雲元女の論稿によると、松野クララは、明治10年 (1877) 8月、群馬県に出向し、前橋と高崎で「幼

誰鶴間誘式J(注;デモンストレーションのようなもの)と「幼稚園設置ノ要旨ヲ演説jをしており、大

きな反響を呼んだことが記されている o r高崎教育史 上jには当時の記録として f衆庶ヲシテ参観セシ
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ム之ニ国テ有意輩幼椎閤ノ教育ニ最モ大議アル事:ヲ主唱シ或ハ親シク之ヲ参観シ衆庶ヲ勧誘スルニ至レ

リJ(学務課考結録)酬と述べている。

クララは、前橋と高崎で「桃井小学校ニ於テ八月六日ヨリ伺八日迄、高IIJ奇学校ニ於テ同九日ヨリ十日

迄J(20)デモンストレ}ションと講演をしたという記録がある。しかし、明治10年 (1877)の文部省年報で

は「本年八月東京幼稚関保掛松野クラ、ヲ招キ県下前橋町並高崎駅(注;鉄道の駅ではない。鉄道はまだ

ない。指場)ニ幼稚闘ノ要旨ヲ演説セシメ艮ツ授業法ヲ行ヒ衆人ヲシテ縦覧セシム之ニ依テ管ドノ人庶其

有益ニ感ス jレ者少ナカラス国テ纏々説諭ヲ加へ漸ヲ以テ設置ノ挙アラントJ聞とあり、前橋町と高lu奇で講

演とデモンストレーションをやったことが書かれている。クララの講演とデモンストレーションには多く

の人々が関心を示したようである。クララは夏休み(土尽休み)中であるが、通訳としては松野 摘あた

りが間行したものと患われる。

クララが一粒種の文(注;ふみ)を生むのは、明治10年 (1877)10月12日のことであるから、群馬へ出

向いたのは実に妊撮8カ月の持で、ある。当時の道賂事情、交通手段等を考えると、かなり無理のある話で

あるが、クララを呼んだ、のは、吉田松日産の義兄で群馬謀令をしていた詩取(注;読みは「かとり J)素彦

である。

揖取は、坂本龍馬が薩長南盟を閤策した際に、薩!掌に兵糧米を送る一件で一関わりを持った人物で、ある

が、松野にとっては、横取は郷里長ナト!の先輩であり、藩校の先輩でもあるため、横取によるクララの群馬

出張依頼を断り切れなかったのかと思う。

構取は、維新直後は、上野田のIEI幕府轄領岩鼻県の県令であったが、県令当時、高山彦九部の子孫を

呼び、微禄を与え、名字帯刀を許したという事績などもある。前橋の!日迎賓館臨江障は、明治17i:!三 (1884)

9月、樟取が群馬県令時代に地元有志と建てたものであるが、樟取は地域開発に額極的であり、群馬にお

ける幼誰間設置もその想定内にあったものと思われる。

明治15年 (1882)の文部省年報によると、群馬県では「十臨年師範学校内ニ幼椎遊戯場ヲ仮設シ保婚ヲ

附シ該校女生徒ニ保育術ヲ練習セシムルタメ雄見三十有余名ヲ募リ入国セシムルニ宝ルJ(21)とあり、明治

14年 (1881)11月、師範学校内に幼稚遊戯場を仮設しているが、明治15年 (1882)度の県会で設置が否決

され、明治15年 (1882) 7丹には、廃止されている。

しかし、このことを惜しむ地元の富寵下村義太郎(注;後、前橋市長)が寄付をし、これを蔀橋の小学

校内に移し、明治16年 (1883) 8月、前橋市に群馬県最初の幼稚留が設立される。これは他県に比べても

かなり早い時期のものであり、松野クララのデモンストレーション及び講演による影響と考えていい。

高崎においても、明治四年 (1886)2丹、高崎第一尋常小学校附属「幼稚開誘室jが発足し、これもク

ララのデモンストレーション及び詰:演の影響を窺わせるが、明治21年 (1881)12月、町立高崎幼稚園が誕

している。

この幼稚屈の初代園長は、高崎尋常小学校長堤 辰二が兼任しているが、最初の保栂は同小学校訓導で

堤の妹きょである。堤 きょは、慶応4年(明治元年.1868)、高締藩家老の家に生まれているが、 14歳

で東京女子師範学校に入学し、一時、多賀(鳩山)春子宅に寄寓しながら、開校附属幼稚園でも保育法の

勉強をし、明治17年 (1884)、3カ年の課程を卒業して高崎に帰り、プレーベル流の思物中心保育を実践

した。堤 きよは高崎のフレーベ 1)アンとして一粒の種を蒔いたのである。 2008年現在、高崎市内には、

公立4、私立20の幼稚園がある、という。

1. 1. 5 クララの「乳見養育論」と f講演記録冊子j

松野クララが伝習した保育法の内容については、豊田英雄が残している数種の「代紳銭J(高橋清賀
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家文書)や豊田の手記「思物大意J(お茶の水女子大学)などから窺い知ることが可能である。また、輩

出英雄がクララの講義記録を編集し、自身の講義に用いた「代紳録全jや「代紳録 二Jは、東京女子

師範学校、鹿児島女子師範学校で保輝養成のテキストとして使われた保育史的に重要な資料である。

ただ、クララの講義はすべて松野クララの自前の保育論というわけではない。もちろん、クララはフレー

ベjレその人ではないし、クララ誕生の前年にフレーベルは亡くなっているから、一部に誤解されているよ

うなフレーベルの誼弟子というわけで、もない。あくまでも「フレーベル流の保栂養成校で学んだjとされ

ているドイツの一女性である。

クララの保育法伝習の講義に用いたテキストは、ドイツ語のものを英語で、語ったというよりは、おそら

くは関が適切な「英語のテキスト」を選定し、これをクララが読み上げ、関が通訳した、と考えるのが妥

当であろう(関がドイツ語ができたという話はない。関にとって、より正確を期すために、事前に予習が

できる英語のテキストの方が好都合であることはいうまでもない)0 クララが、ドイツの保栂養成校で講

師などの経験を持っていたら、こうした講義ももっとスムーズにいったと思うが、クララの場合、あった

としてもせいぜいドイツの保栂養成校で保育の講義や保育実践を学んだことがある、といったことでしか

ないのである。

クララは、その人となりを知る人々がそろって親切で、、正直で、記憶力の良い、誠実な人柄であったと

諾っているから、保婦養成校で学んだ、という虚偽の経歴を語ることなどはないとは思うが、当時、クララ

がどの程度の保育理論の理解や保育実践力を身につけていたのかは不明で、ある。

ただ、クララは幸い子どもが好きで、ピアノによる伴奏だけでなく、遊戯などの保育活動にも自ら進ん

で関わっている。毘本語ができないというハンディはあったが、唱歌などは日本語でうたえるようになり、

クララ屈身、日本で保育法の講義や保育の実践をしながら、保育者として成長していったのではないか、

と思われるのである。

クララ自身の考えや経歴が不透明であるのは、クララが日本語が得意ではなく、クララ自身の書簡、論

稿等がいっさい残されていないためである、とされてきた。

しかし、先に述べるとおり幸い筆者の手元には、本研究の資料収集のプロセスでたまたま入手した、ク

ララ自身の考えを述べた(もちろん身近にいた日本人による代筆である)、明治11年(1878) 9月頃のも

のと思われる「小児養育賞験之説(毛祭)J (三僚家文書:)と、明治20年 (1887)中、独逸学協会婦人懇親

会の席上、 4由に渡って講演したものをまとめた「婦人の徒登免(活字)J (発行は明治21年)のコピーが

ある。

これらは、前者は来自 2年後のものであるが乳見保育について述べたものであり、後者は乳克期、幼児

期に触れるものであるが、明治20年当時の考えを示したもので必ずしもクララの来日当時の考えと

間ーとはいえない。しかし、内容的、時期的なずれはあるが、わが国の幼稚間教育導入と定著に貢献した、

最大の功労者の一人である松野クララ自身の考えを知ることのできる、貴重な資料であることには間違い

ない。

前者の「賓験Jは自然科学の実験とは異なり「実際の経験jといったほどの意味であるが、文書の内容

は、明治10年 (1877)10月12日に生まれた、クララの子ども文のおよそ l年間に渡る乳児養育の経験と、

おそらくドイツ語や英語による子育て書などを参考にしながらまとめたものを、代筆者が毛筆で綴ったも

のである。この文書の冒頭は次のとおりである。

九ソ小児ノ養育スルノ方法ハ古来諸氏ノ説極メテ多ク枚君主スルニ遼(注;読みは「いとまJ) アラス

ト最安スルニ先ツ其児ノ菓賦ヲ察シ生長ノ度ヲ計リ衣服飲食ヲ蔀用(注;読みは「せつよう」。費用
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や労力を節約すること)シ身罷ヲ清潔ニシ旦ツ介抱ヲ適宜ニス jレニアリ我変今議ニー女児ヲ持テリ齢

ヒ殆ント一年ニ満タントス我鐙素ヨリ多務貧困ニシテ悉ク其良法を施ス能ワスト長幸ヒニ天劫ヲ蒙 1)

未ダ曽テ危険ノ疾荊其他ノ障碍アjレヲ見ス健(注;縫の異体字)全平安ニ生育ス依テ以テ我議該見ニ

藤シ施行セシ賓験ヲ概陳スヘシ然レlモ此事ノ来シテ各児ニ適スルヤ否ヤハ我輩敢テ之レヲ保証セス

唯々有児者ノ参考ニ備フルノミ

クララは、小児養育に古来諸説があるとしながら、小児養育は「要ス jレニ其児ノ裏賦ヲ察シ生長ノ度ヲ

計リ衣服飲食ヲ部用シ身薩ヲ清潔ニシ立ツ介抱ヲ適宜ニスルニアリ jとしている。その子の素質(個性)

を見て取り、発達の状態を見緩めながら保育にあたるべきだとしていることそ読む限り、クララはフレー

ベリアンとして幼児教育の基礎をしっかり踏まえているといえる。また、自分の子どもが円台ント

満タントス」といってることから、この文書は、明治11年 (1878) 8月か 9月墳に書かれたものであるこ

とがわかる。

ただ、 f我議多務貧困ニシテjのくだりは、幼誰留に勤務しているクララが多忙であることは理解でき

るが、クララ自身、当時、東京の正規の小学校教師や警察官が月給7、8円の時代に、執筆の時点で、丹

給40円か50円を貰っており、また、夫松野 鶴も官学帰りのエリート官僚であり、クララが手記を書き上

げる 2カ月前の、明治11年7月の『官員録jの冊子ωによると、地理局御用掛准判の身分で丹給60円を貰っ

ている (li開は、明治14年、山林局勤務時には月給90円になっている。また、明治15年には、官立の東京山

林学校長となっているからもっと多額になっているはずである)。

クララのこの文書の執筆当時、夫婦で月約100円の収入であるから松野家は「貧困家庭Jなどではない

のである。もちろん、当時の約属幼稚園園児の家庭のように f大富豪jクラスではないかもしれないが、

大多数の日本人家庭から比べたら羨ましいほどに経済的に余裕のある暮らしであり、家政婦なども 2、3

人は麗えたはずである。

ただし、ドイツ人女性は、ほとんど例外なく家事をきちんとこなす、しっかり者で、働き者が多いこと

からすれば、松野家でも家政婦を何人も躍うようなことはしなかったかもしれないが、クララのいう「我

輩多務貧臨ニシテjはあくまでもクララなりの「謙遜Jなのである。クララは続けて次のように述べてい

る。

一明治十年十月 日ヲ以テ一女児ヲ設タ 1)其葉賦骨格ホハ緯見ノ部類ニ属シ普通ノ景況皆備

リ{吏通ホモ適宜ナ jレヲ以テ吏ニ他ノ方法ヲ施サス夜ニ浴場ヲナサシメ十二時間ヲ経テ生母ノ乳汁ヲ~

へ古ニ}府謂「マクリ(注;不確かで、あるが海事から作る虫下しのことか)Jナルモノハ用ヒシコトナ

シ何トナレハ生母分娩マデ停滞セル乳汁ヲ以テ之レニ輿ブレハ自カラ寵通ヲ促シ汚物ヲ推スノ功ア 1)

是レ天然ノ良部jナリトノ説アルヲ以テナリ

食餌ハ生後二三ヶ月ノ間ハ一日一時開毎トニ五分乃至七分時間生母ノ乳汁ヲ輿へ寂間ハ寝後大概

三回宛四五ヶ月二至リ漸ク其度ヲ減シ其最ヲ増シ九ソ一日八由時間ハ七分乃至十分夜分ハ前六カ月ニ

リテ初メテ牛乳ヲ一度二五タ(注;読みは「せきj。単位勺のこと)へ清水二小と(注;読みは「さ

じJ) ヲ混和シ一日三度母乳ヲ五由トス七ヶ月頃ヨ 1)徐々ニ母乳ノ量ヲ減シ九カ月自ニ歪テハ少シク

不快ナlレカ若シクハ他ノ事故アラサレハ夜間ノ外ハ母乳ヲ輿ヘス(注;この項前村による以下略)

クララにとっては、外簡での出産、育児であるから、苦労も多かったと思われるが、事細かな知識はド

イツ語かあるいは英語の育児書などを参考にできたであろうし、もちろん母国にいる母親や姉からのアド
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出生以来米タ一日モ浴湯ヲ怠 1)シゴナシ夏季炎熱ノ際ハ朝夕再度其余ハ一日一国華氏ノ九十度内

外ノ温湯ニ入レ全身浴施シ旦白布ヲ以テ口中及ヒ舌上ヲ洗濯シ小児ノ腸関ヲ損シj主ツ 111宣吐ホヲ催スハ多ク口

(注;事j設できず)ニ図ルト公平素ト品使ノ通スル毎トニ必ス海綿ニ織温湯ヲ合マセ下部ヲ洗除シ能ク拭

ヒ於(注;読みは「かわか」。乾の異体字)シテ天花粉(注，天瓜粉とも書く。キカラスウリ、シナ

カラスウリなどから作る。吸湿性が良いことから江戸時代から乳児のあせも予妨などに用いられてい

る)ヲ摩擦シ置キ務メテ身体ヲ清海ニスルヲ要ス

衣服ハ時季ニ賠シテ差別アリト員必ス腐葉ハ常ニ白布ヲ用ピ白「フラ子ルj ノ ~J高ニ寸五ア(注;

分のことか)丈ケ壱尺五寸ナルモノヲ以テ腹部ヲ ニ白布ノ諦伴(注;橋祥、ジュパンのこと)

ヲ着セ自「フラ子ルJノ長着袖ナキモノヲ穿タシメ上ニ自ノ紋金巾ニテ製シタル筒袖ノ短衣ヲハオリ

腰下ハ剖ノ撤(住;読みは「むっきJ) ヲ嘗テ又二尺四方ノ「フラ子ルjヲ以テ審包シ又冬季ニ歪レ

ノ、外套ヲ「フラ子ルJニ換へ精暖気ヲ催スニ随と衣ヲ薄クシ支持ハ全ク「フラ子jレjヲ除去シ金巾若

シクハ麻製ノモノヲ用ユ担シ足袋ハ夜分寝ル!キノ外敢テ脱セシメス

… 嬰児ニ三ヶ月ノ間ハ未タ筋骨頗ル軟弱ニシテ携抱スル毎ニ頭首ヲ動揺スルヲ以テ常ニ「ステック

キッセンJトテ題(注;!翠は写真参照)ノ如キモノニ入レ持扱ヒ児ノ組ムル!キハ静カニ其億之レヲ寝

一服ク尤モ四月以持ハ首筋j新ク堅閤ナリ故ニ此器を脱シタリ

ノ結構ハ木ニテ高サ一足許ノ蓋ヲ造リ上ニ極大ノ丹波行李ヲ寵キ裏面ヲ白布ニテ包ミ敷蒲函

ノ代 1)ニ麻布ノ袋へ蕎麦殻二三寸ノ厚サニ盛リ行李底ニ敷キ自布一重ヲ掩ヒ其上ニ臣ト(注;臥の異体

字)セシム(注;以下中略)蕎麦殻ヲ以テスレハ之レヲ洗i争シ易クliツ之レヲ取換ヘルモ容易ナルノ

ミナラス該殻タ jレ軟硬適宜ノ質アツテ小児ノ脊骨曲成スルノ憂ナカラシムト去ブ

冬季在寒(注;読みは「ごかんj。極寒のこと)ノ室中暖ムルニ華氏ノ六十三度ヲ以テ適度トシ

浴湯モ亦其室中ニ於テ行ヒ浴後ハ必ス頭髪ノ於ケルマテ外嵐ニ嘗ルヲ菜、ス

小児ハ白日ノ外気ニ鰯lレ、ハ顔lレ健康ニ益アリト良夜気ハ甚タ不良ナ 1)殊ニ戸隙、及ヒ渡リ風ホハ

大イニ寄アjレヲ党フ(注;以下この項省略するが、これが我児の呂賠の国となったことなどを述べて

いる)。

クララがここで紹介している「ステックキッセンJは次の写真に見られるようなものであるが f西洋版

おくるみ」といったところであろうか。クララといえばわが子文を抱いた写真が良く知られているが、そ

の写真で文が包まれているのが「ステックキッセンjであろう。

ちなみに、クララの写真は文を抱いた写真だけが諸文識で戟り上げられており、鼻の高い、自の鋭い、

やや怖い外国人女性という印象が定着している。しかし、中村理平が南雲元女から拝借して?洋楽導入者

の軌跡』に謁載している写a真(却の中には、やや若い時期のものがあって、この写真では、ややふっくらと

した顔立ちであり、温摩そうで、誠実そうな若い女性の表情であり、良く知られている写真の印象とはか

なり異なっている。

巌谷小波は少年時代にクララについてドイツ語を習った人であるが f尤もあの高い鼻、一寸こはいよう

な自付だけは、今でも眼に残って居ます。そのくせ至ってやさしい、親切な婦人で、した。あの頃、私がい

っそ今三四年幼なかったら、ぞれこそキンダアガアテンに入って、ほんとに可愛がってもらへましたらう

にと、今更婚しい掠な気がしますJ(剖)と述懐している。

豊田英雄は、最挽年に、倉橋にクララのことを尋ねられ「あれはドイツの人ですが、自分の子も連れて
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写真(6)-1 r小児養育繋鞍之説Jの表紙と「ステックキッセンjの詔

来て、手をた 3 きながら、日本語で唱歌をうたった。記憶のい、人でした。娘さんはおふみさん。

松野 綱さんがなくなられてから、ドイツへ騎られて、その後消息が無かった。どうされたか。立たれ

る時には、どこ迄だ、か送って行ったが、どこ迄じゃったか忘れました。」仰と答えている。

松野 硝が亡くなるのは明治41年(1908)のことであるから、それ以降のある年に、クララがいよいよ

帰隠するということで、水戸にいた英雄にも連絡があり、東京あるいは横浜まセ見送りに行ったのであろ

う。保育の「傍習J時代から30年以上経ち、別々の土地に住むようになっても、好誼は続いていたのであ

る。

再び「小克養育支験之説jに戻ると、クララは綿心の注意を持って育児にあたるべきだと述べているが、

クララの子どもを見る自は大らかであり、決して神経質的なそれではない。

一説ニ奇人小児の精クヲ見テハ凱タリト憶測シ痕ニ乳房ヲ含マシム是レ甚タ誤ナリ小児未タ

不適ノ|怒ハ諸事ヲ訴フルニ精強スルヲ以テ常トス袈 1)ニ乳房ヲ用テ之レヲ静止スレハ後チ習慣トナリ

テ乳房ヲ以テ翫物トナシ遂ニ制限ナキニ至ル宜シク他ノ手段ヲ以テ之レヲ静ムヘシ又小児ノ適宜に発

声シJl帝呼スルハ去fJテ運動ノ代リトナ 1)自カラ消化力ヲ助クルモノナリト故ニ我輩児ノ l硲スルハ吏ニ意

トセス其時至ラサレハ飲食ヲ輿ヘス

小児は泣くことによって様々なものを訴えているのであって、泣くからといって、みだりに乳房を含ま

せるようなことをしていたら悪習慣が身につくだけだ、と忠告し、「小児ノ適笠に発声シl時呼スルハ却テ

運動ノ代リトナ 1)自カラ消化カヲ助クルモノナ 1)Jというように、適宜に泣くのは運動になり消化も助け

るというのであるから大らかである。また、幼稚盟保婦の心掛けとオーバーラップするものとして次のよ

うな記述もある。

或説ニ云ク有モ慈母又ハ看護者ノ知キ其児ニ近接スル者ハ児ノ天賦及ヒ容宍(注;貌の異体字)

ヲ了知シ且ツ慣習観j止ニ注意シ職]カ不例ノ鍛候アルヲ見ハ速ニ療養スヘキハ雷ヲ挨タス韻メ未発ニ訪

クヲ肝要トス我児生来社健ナ 1)ト員iモ本年四月中少シク発熱セシゴアリシカ初歯発出ノ際ナレハ速ニ
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i者[Ji易ヲ施シ汗ヲ取 1):食親ヲ言Ii減セシメタルヲ以テ幸ヒニ危険ニ路ラスシテ連々容易ニ発掻シタ 1)又六

月ノ末二時季ノ感冒ニ国テ微下痢ヲ擢セシゴア 1)キ依テ嘗度モ迅速二発汗セシメ而シテ頓ニ牛乳ヲ

シ母乳ヲ輿へント欲レiモ如何セン其量寡キヲ.L)、テ牛乳へ fカルキj水三分ノー和シ之レヲ奥へ是レ池

田侍医ノ彪方ニ国ル後チ乳母ヲ麗フテ養ハシメタレハ速ニ全快スルヲ得タリ

特に「荷モ慈母又ハ看護者ノ如キ其児ニ近接スル者ハ鬼ノ天賦及ピ容宍ヲ了知シ且ツ慣習動止ニ注意シ

籾カ不例ノ鍛候アルヲ見ハ速ニ療養スヘキハ言ヲ挨タス頚メ未発ニ防クヲ肝要トスJと言い、 f窓、母又ハ

著護者jをそのまま「保育者Jに置き換えても不自然ではない文意である。子どもを養育する者は、その

子の天賦の質や容貌を察知し、かつ、日頃の習慣、動作の変化に注意し、変わった{町長があれば却康に対

処すべきである、また、何よりも予訪こそが肝心である、と語っている。

ただ、このことは母親や保育者にとってそう簡単なことではない。日頃から、感受性を磨き、観察眼を

鋭くし、様々な事態に対応できる対処j去を身につける努力を続ける、ということが議提となるからである。

また、クララは次のような内容を付A け加えた後、「小児養育賓験之説Jを結んでいる。

一 一医師ノ云ク乳母ヲ麗ハ、其質ノ健全無病ナルハ勿論大概其児ノ出生同時ナルモノヲ撰フヘシ然

ラサレハ其乳養児ニ適セサルノミナラス間々害ヲ来スゴ多シト我恕本年七月中立出熱海(注;j!，~は熱

の異体字)ニ旅テーノ乳母ヲ雇と一日自由宛如何トナレパ前後ニ述ル知ク我児ノド痢後少シク疲労ノ体アルガ

故也我児ヲ乳養セシメタリキ該乳母タル其質ハ健制無疾ナリト長其児ハ客年五月ノ出生ナルヲJ2J、テ我

克ト其生時ハ不同ナリ然ルニ吏ニ其害アルヲ見ス却テ下痢後ノ疲労ノ快稜シ会ク緯(注;健の異体

字);1士ニ至 1)タル党ユf旦シ問!時ナルヲ撰ブハ肝要ナルヘシ

以上略述スルハ我議親シク我児ニ就テ賓施経験セル所ニ係jレ故ニ未タ小見養育ノ全保iiセルモノニハア

ラスト長我家ハ尚今後先祭ノ教ニ即 i、1)慎テ天賜ノ愛児ヲ保育センゴヲ務ムヘシ古(注;世の具体

字)諺日人ノ父母:トシテ慈愛ノ心ナキモノアラスト艮慈愛ニ鵠レテ天則ニ惇(注;読みは fもとふ

もとる。意味は反する) )レハ却テ慈愛ノ心ナキカ如シト笠哉此言ヤ

クララは最後に「諺日人ノ父母トシテ惑愛ノ心ナキモノアラスト員慈愛二溺レテ天刑ニ惇jレハ去[lテ惑愛

ノ心ナキカ如シ」と f慈愛」の問題について語るが、現代でも「愛情Jと「鵠愛Jの区間のつかない人が

多いわが国においては、これもまた親や幼児教育者にとって大きな課題といえよう。

こうした細々とした子育てに寵する矯報が、当時の日本人に向けて発信されたならば、相応の反響を呼

んだと思われるが、この文書はどういう使われ方をしたのか明確ではない。

この文書が教育雑誌などに公表されたものであるなしに関わらず、クララがなぜ三銭家文書に残るよう

なこうした文書をわざわざ書いたのか、あるいは書かなければならなかったのかも、謎である。考えられ

るのは、東京女子師範学校閲属幼稚閣の主席保織として採用されたクララではあるが、その力量(業績)

を証明するものが侭もなかったのではないか、ということである。いくら当時の学校あるいは文部省といっ

ても、学業終了証明書とか、採用試験の点数とか、その業に関わる一定j:)、上の経験年数とか、あるいは水

準以上の具体的な業績物が求められたかと思う。

豊昌英雄や松本荻江は試験採吊である。武村千佐子 は、日記に見るように、中村正道から課題

が与えられ、写生と翻訳文を提出し、それが文部省側への力量(業績)の証明物となったと考えられる。

豊田英雄や近藤 浜が月給20円や15円程度の時期に、クララは豊田、近藤よりそれぞれ 7歳、 13歳年下で

あるにも関わらず、 40円か50p:jの給料が払われているのであるから、会計上もその業績 が求めら
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れなければならなかったはずで、ある。そのことがあって、文部省からクララに提出が求められ、提出され

た文書を文部省から太政大臣三候実美に報告したということかと思う。

いずれにしろ、この文書は、わが国の幼児教育史上最も重要な位置にある人物の一人で、ある松野クララ

の文献として、文部科学省の明治初期の教育史や幼児教育史においても記録しておくべき文献であろう。

この文書が斯界においてなかなか注目されなかったのは筆名が「松野久良々」となっていたからである。

その点は日詩人の徒登免jも向じである。

クララのもう一つの文献は、明治20年 (1887)中の「濁逸挙協舎婦人懇親曾」におけるクララの4屈に

わたる講演を、明治21年 (1888) 1丹、益森英亮が著作者兼発行者として出瓶した f婦人の徒登免jであ

る。

明治20年 (1887) 2月第二火曜日の第一回目の講演では、乳兇の教育がテーマであり、クララは「子供

を教え育てるには、大概の人が、五歳か六歳ばかりになりて、始めて皐校へ参ります時からの様に思ひま

すが、決して左様なものではございません。最早生れて母親の手にある時から、始まらなければなりませ

んjと切り出した後、続けて次のようにフレーベルの紹介をしている。

今より、百六年前ほどに、フリードリヒ、フリョーベルと申す人がございました。此人は子供の育方

について、いろいろ心を用ひまして、そして其事について規則を立てました。一体此人はたいそう子

供を愛しまして、殊に生まれたちの赤見を最も愛しました。終に一生そのことばかりに力を蓋しまし

た。其規則に従ひますれば、子供は遊びながら、自然と物を習い党へるように、その母親が子供の遊

びに能く気を附けて、成丈普き方に導き、悪い方に傾かないやうにしなければなりません。其の日的

からして、フリョーベルは、幼稼屈といふものを搭へました。幼蒋圏といふものは、子供の花関とい

ふ意味でございまして、花園の花をよく咲しますには、植木建が枯た枝や悪ひ葉は努(注;読みは「は

さJ)みとり、組i併を奥へたり、又あらい南風や雪霜のために傷められなひやうに、いろいろ手嘗を

いたし、丹精しなければなりますまい。その花にたとへたる子供を普く教へ育てるにも、矢張これと

悶じような理でございまして、その枯た枝や悪ひ葉を取り除るように、悪ひ事に傾く時は早く矯正し、

また常に懇ひ方に傾かせぬ為めに心を痛いて、{医初にも教になることを捧まなければなりません。

幼稚留の「鴎」すなわちドイツ語の Gartenは寵器、菜盟、果樹留のことであるが、クララは幼稚額は

幼児を育てる「花関」であるとしている。フレーベルは幼稚閣の幼見を草木になぞ、らえ、保育者を庭師に

なぞらえている。こうした見方は豊田英雄の手記等にもしばしば繰り返されているところであり、フレ

ベル、クララ、関、最由、近藤らが基本的に共有する世界なのである。古来、自然と一体化して生活する

ことを喜ぶ日本人にとっては受容し易い教育論だ、ったと思う。

フレーベルはこのことを自著 f人間の教育、上j(26)の中で情熱をこめて語っている。

若い動植物に休息を与え、それへの無理な、干渉がましい働きかけを避けようとするのも、無理に干

渉すれば、動植物の純粋な発育と健全な生長が妨げられるのを知っているからである。しかるに、人々

は、若い人簡を、欲するままにこねあげることのできる蝋か粘土の塊とみている。(注;前村による

中路)闘了が、算定にさいし、全く受動的に、注意深く、葡萄の搬の本性に従うのでなければ、努定

によって、たとえそれが多分に善意から出たものであるにせよ、葡萄の樹は、全く枯れてしまうかも

しれない。少なくとも、実を結び、生み出すカは、破壊されてしまうだろう。自然物およびその処理

の場合は、われわれはきわめてしばしば正しい道をとる。しかるに、人間の場合は、全く誤った道を
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歩む。しかも、自然と人間のなかには、一つの源から発し、同一の法則に従って働くもろもろの力が

働いているのである。それゆえ、自然の注規と観察は、この頂からも、人関にとってきわめて重要で

ある。

豊田は、保婿見習科の修了式の挨拶の中で f夫レ植物モ之ヲ耕鋤シ、之ヲ培養シテ益々力ヲ用ヰザレパ

欝街播茂シテ良果ヲ結ブ事能ハズ、人類ノ教育亦何ゾ之ニ異ナラン、(注;前村ーによる中略)今彼脅々(注;

読みは「しょうしよう J) トシ (注;読みは「うんしょう J)スル臣樹モ其嬰芽(注;読みは「そう

がj。双芽)ナルニ当テ或ハ之ガ賦性ヲ践携スル事アレパ、何ゾ慈ニ吏jレヲ得ンヤ、幼稚教育ノ理亦之ニ

等シJ(27)と調子高く力強く語っており、また、その手記「代紳録 全」においては「英雄日小見ヲ養成ス

ルハ五穀農業種謹ノ道ト異ナJレゴ吏ニナシ故ニフレヘル氏ハ栂木皐より来リシ是其詮明ナ 1)J部)と書き込

んでいる。

松野クララや豊田英雄らはフレーベルの保育の根幹をしっかりと受け止め自分のものとしているのであ

る。

クララは、乳児が椅子や座布団の上に駆ることができないような時期には、フレーベルの第一思物球の

遊びが有効であると語っている。第一愚物は六つの色の鞠(盤)で、毛糸でできているが、それぞれ紐が

ついており、単に丸い玩具として扱われたり、動物や昆虫などになぞらえて用いたりするもので、子ども

の手に持ち易く、かといって口には入らない程度の大きさのものである。クララは次のような例を説明し

ている。

(子どもを)寝台の上か或は坐敷の敷物の上に騨ばし、上からーツの赤き鴇を子供の日より一尺ばか

りへだ、て、駒のあたりにむかいて釣下げ、何か調子の正しき小歌をうたいながら、その鞠をあちらこ

ちらへ振動します。然(注;読みは「そう J) しますると子供が査に試を付けまして、鞠の動く方を

見ますから、自然と自の機能(注; Iはたらきjと読ませている)が鋭敏(注; Iするどく jと読ま

せている)なり又一ツの目的を視定めることになれます。歌を開いては調子を感じ、そのあいだ自然

と幾しみて退屈を忘れます。(注;前村による中略)そこで段々子供が大きくなるに従ひて、其鞠を

自分で取ろうと試み、度々試みるうちに、腕や足に力を入れますから、次第にその筋や骨も丈夫にな

り、なみの抱きか、へして育てたる子供よりは卒く造い、又立つことも出来ますものでございます。

身体のつよくなるばかりではございません。性質も自然と活譲になります。何故なれば平くより自分

で濁立(注; Iひとりたつ」と読ませている)ことを習ひ試み、又濁(注; Iひとりjと読ませてい

る)でその目的(注; Iめどjと読ませている)に達したゆへでございます。

元々、第一恩物は乳児向きとされているが、豊田もその著書 f女子家庭部 上j(明治34年 (1901)発

行)の中で、小児も生まれて二三ヶ月も経過すれば「小児のため手に一援ほどなる、糸裂の球を造りて輿

へ、又他に害無き玩具を輿へて、其心を慰ましむべしJ(29)と述べている。また、後述することになるが、

英雄は保嫡時代の早い時期に「六色からなる球Jそれぞれの歌の訳認をしている。

クララも、英雄も、それぞれ、明治20年代、明治30年代になっても、プレーベリアンなのである。また、

ここにある内容は明治10年 (1877)前後に「停習」済みのものである。

クララは「明治廿年四月 日曜日婦人懇親舎jの講漬では、生後 1年以降の子f共の育て方について語

るが、子どもには個人差があるため、機械的に適用はできないと断りを入れた上で、次のようなことを述べ

ている。
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小児を能く教へ予ぎるには、第…にその小児の行ひに試をつけて其性質を知(注; 1しらjと読ませて

いる)なければなりません。(注;前村による中|格)小児は只遊ぶと飲むと喰ふと寝とにて、外のこ

とはいたしませんO 小児の遊びは小見の世わたり生活でございますから、小児はすべて世の中の物事

を遊びと忠ひ、自に見ゆるものや耳に聞くものや身体に繰ることも、みんな己の為の遊びと思ひます。

(注;前村による中11洛)小克の一ばん始めての等間は遊びでござります。そして其小児の盟関にある

ものや、見(注; 1あらjと読ませている)はれる事柄は小克の為めの敦却ともなり、又手本ともな

るものでござります。

幼児にとって、遊びは生活そのものであり、遊び、は学習そのものであるという論であるが、現代の大方

の幼児の遊び理解とまったく同一でLある、というよりは、こうした子ども理解は現代にまで脈々と受け継

がれてきたのである。豊田英雄も「保育の菜Jの中で「潤誘(注;保育)の仕事は皆遊戯と心得たらんに

は大なる誤ちなかるべし。」と述べている。

クララは 11明治廿年六月第密水曜日婦人懇親合Jの席では、前田の講読を承けて、遊びの 11葉様jと「要

用Jについて百舌っている。

小克が緩く小さく十分言葉が通じないときには、其の父母や或は教櫛の教ゆることが、どふいふ働き

を小児の心にあたへるかをまIJることは甚だ六かしきものでござります。併し小克の遊びかたによりて

其の心の底は知らるるものでござりまして、すべて小児は三つの仕方に於て其の性質を著はすもので

ござります。三つの仕方と申すは顔つきと言葉とそして行ひでござります。この三つは小克の遊ぴの

内に常に著れまして、そこで父母や教師がたとへ其の小児の遊びがいくら不器用または不十分に見へ

でも、決して其の仕方上設計りに眼を着けないで、必ず其の行ひに就きて心の俄き、即ち小児といふ

ものは大人から見れば甚だ不十分の遊道具を持ちてi止の中の満足したものの真似を致すものでござり

ます。使令は二つ{立の小児は父親の杖を横にして其の上に乗り、*'ッチャンは腰を掛ける杯といひ、

又紙切れを持ちでは、新聞紙や書物杯を謹むといひ、砂糖か菓子を貰ひ、まんまんごとをいたし、即

ち料理の真似をし、また時としては、むすこと娘冗弟て遊ぶ特にはよく夫婦となりた真似をしますが、

その時は夫婦喧陣の真似や父親が母親を叱る真似などいたしまして、其:の父母の行ひのよき事もわる

き事もみんな著わします。是れが別ちその父母は平生気が着ないで居ても、いつか其の小児の心の働

きに輿へたる結果と時lすものでござります。かやうに小児の遊びは小児の性質や考も寓し出す鏡でご

ざりますから、其の父母や教師はよき り其の鏡に現はれる様教え導かなければなりません。

子どもの心は、遊びにおける子どもの顔つきや雷葉や打いを見て把握することができる。子どもの見立

び、象鍛遊びなどは、その子の性質や、考えや、生活の中での出来事などを良く反映する鏡である、

と語っており、聴衆も同感するところが多かったのではないかと思う。

小児は其の遊びのうちと遊びに伴ふて物事を正しくすること、時を違えぬこと、勉強すること、物に

耐え忍ぶこと、人と交わること、人に従ふこと、人と結ぶこと、すべて世界の事柄をたやすく習

えるものでござります。

子どもは遊びの中でこそ、きちんとした行い、ルールや規律、学ぶこと、忍耐力、社交、役割分担、

約束事などすべてのことを学ぶのである、と遊びの111高広い効用を説いている。現代保育の理解もほとんど
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同じであると思うが、むしろ、遊びの効用を忘れ、自先の利に走った現代保育もないではない。プレーベ

リアンはあくまでも遊戯(行為)による保育をするのである。これはクララの「傍習j時代も同じである。

挙校に行く位の小児は大概鞠か弱架か凧の類、或は其の己の身体を道具として遊びますが、まだ夫れ

より小さき小児でも何か矢張り一つの遊ぴ道具を欲しがりますから、梧醸の物をあたへなければなり

ません。(注;前村による中略)又小児は自ら其のからだを遊道具となしてあそぶ事を好ます。たと

へば、馬になりてとンヒンはねたり、蝦纂になりて、ピョコピョコ飛んだり、或は識と鼠になりたり、

鬼になりたり、己れ其の道具となりて遊びます。遊びの事柄と申すものは大きくこつに分けられます。

其の第一が生活のなき遊道具(注;生命のない遊具)即ちおもちゃを以て遊ぶこと、其の第二が生活

のある遊道具(注;生命のある遊具)即ち自分みづから或は友達や兄弟と五ひに遊び、の道具になりて

遊ぶことでござります。

クララは遊びには大きく二つがあり、一つは生命を持たないおもちゃを相手にした遊び¥つまり子ども

と物との関わり遊びであり、二つ日は生命を持った生身の人語をおもちゃとする、すなわち自分自身や他

との関わり遊びであるとし、これらはうわベの違いだけでなく、心の著れ方も違うことを述べている。

関児や自分の子どもを良く見ていた人の遊び理解で、ある。

クララは「明治廿年十月第臨火曜日婦人懇親曾jにおいて、第四回目、締めの講演を行い、幼稚園の思

物の意義、運動の大切さなどに雷及している。

普通小児がうちに居て遊ぶとき大概最早全く一つの品物に出来上がりた、おもちゃを持ちて遊びます

が、幼韓留では鞠や、球や、国柱韓や、立方韓や、立形や、置かたなど、其の外いろいろの物を遊び

道具として輿へます。此の遊道具は一つ一つに細かく分かち致して、其の内部を窺ひ見ることが出来

ますから、自然と小売のものごとをうがち若手翠する心を閣jまし、また一つづっにわかれたる部分を緊

れは色々様々の物の形や品物を造りこしらへる心を引起こします。(注;前村による中略)此の遊道

具もまた追々小児の精神の進みや、手業の慣れるに槌ひて次第次第に六かしく畳みかた(注;これが

折り紙のこと)だの、組みかた(注;組み紙、組み板のこと)だの、織かた(注;織り紙つまり帯紙

を織ること)だの、立つぶ遊び(注;湿立と竹ひごで構成物を作ること)や、ねば土遊びもだんだん

進んで、まいらなければなりません。是等の遊道具は小児が厭きたり、退屈したりいたしませんで、

びて玩びますから、題白く、楽しく、また苦まず疲れずして精神の働きも進み、手業も自然とたやす

く習ひ覚えるものゼござります。

フレーベリアンは、ぬいぐるみや、車(潟率)、船などの完成されたおもちゃで遊ぶことの意義も理解

しているが、そうしたおもちゃで遊ぶことや、自由気ままに遊ぶことだけでいいとは考えていない。クラ

ラは幼稚園で思物で遊ぶことの意義を語っている。思物は本来的に具体的な物を表していない。そこにあ

るのは素材だけである。たとえば、積み木様式の思物では、分解し、中を覗くこともできるが、このこと

によって探求心が育つし、分解された倒々の形を組み合わせて「物Jを作ろうとする意欲を引き出す、と

言苦っている。

また、成長につれて、折り紙、組み紙、豆細工、粘土細工など手の込んだ造形(思物)活動もするよう

になる、と語っている。もちろん、図面の活動なども20，思物中に含まれている。ここでも日専習J時代の

内容をやさしく言い換えているだけである。
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クララは f是等の遊道具は小児が!翫きたり、退践したりいたしませんjと雷い「喜びて玩びますから、

面告く、楽しく、また苦まず疲れずして精神の働きも進み、手業も自然とたやすく習ひ覚えるものでござ

りますjと言っている。フレーベル流の当時の日、米、放の幼稚園では、輿味や関心のない子にまで、画

一的な思物による活動を「強いているJとされ、批判されるようになるわけであるが、クララや英雄らは、

子どもたちはけっこう喜んで活動していた、という理解である。また、クララや英雄は、たとえば、後に

触れるが、国間iをなかなかかこうとしない子どもには、強いてかかせることをしないで、績み木様式の恩

物や聾き方様式の恩物に戻って想を練ることも必要である、という共通理解もあるのである。

保育や教育活動において、子どもの興味・関心を重要視することは最も肝要なことの一つであるが、そ

の子が興味・関心を示さないものこそ、その子にとって必要なものであり、それらも気楽に楽しくやれる

ような工夫をする、という発想、は保育界、教育界ではいまだに希薄である。体育が苦手で図工が好きだと

いう子どもには「楽しい体育jが必要なのであり、その逆も真なり、である。

クララは、最終日の講演で、日本では戸外における運動遊びが著しく少ないこと、特に女子の運動遊び、

が少ないことを指摘し、女学校に自由体操も入れて欲しいと要望している。

私が此の自本へ参りまして見出したことがござります。日本の小児の遊びには運動遊びと申すものが

甚だ少なき様に見へます。殊に外に出で賑かに活設に運動になる事が少なく、とりわけ小さき女の兜

がー}阪に集まれば、渡きにお手玉や、きしゃごや、鞠や、又はまんまん事なぞと、動くことは少なく、

常に坐敷にすわりづめの事ばかりいたしますから、甚だかよわく、そして病身の者が多くござ、ります

のは、みんなその様を使ひ運動となる遊びの少なき罪だと思われます。(注;前村ーによる中略)私が

思ひますに多く百本の人は女の克といふものは男の児のやうに飛んだ、り跳ねたり荒らく遊ぶは不行儀

で宜しくない、成る丈けおとなしく物柔らかにするのがよきものと、昔しからの習わしでござりませ

うが、何故に女の児は男の見ほど強く丈夫で、なくて宜しきか、私には一向其の誇がわかりませぬ。(投;

前村による中時)濁逸の文部省でも只今では、すべての女事校に於て鵠操をさすこととなりました。

どふか我が醤此の日本にも、女祭校に器械髄操ばかりでなく自由樫操をも入れられるやうにいたした

きものと思ひます。(注;以上が講演稿)

この文献で示されている内容は、基本的には明治10年 (1877)前後のクララの「停習」時代のものと閉

じであるが、一般向けの講模ということもあるだろうが、前後がきちんと整理された、かなりこなれた保

育論となっている。そこには、クララ自身が幼稚簡保育の実体験を持ったこと、わが子文を育てたことが

影響しているように思う。

1.2 豊田英雄らの実践と慰物保曹の定着化

1. 2. 1 クララによる保育法伝習と試行錯誤の時期

クララによる保育法の f傍習Jがなされる前に、わが国でまとまった形でフレーベル主義保育を紹介す

る刊行物としては、明治 9年 (1876) 1月に、文部省から発行された桑田親五の訳書 f幼稚園 上j(稲

垣千頴校・那珂通高 訂。英臨人口ンジ夫妻共著)怖と、明治9年 (1876) 7丹に、東京女子部範学校

から発行された鴎 信三の訳書 f幼穂留記 ー・二・三J(ニューヨーク師範学校長ドゥアイ著o r幼稚園

附録J(ま明治10年 7月申告、向12月刊行となっている)加がある。

桑田親五の f幼稚図 上jの発行は幼稚園開業の10カ月前のことであるが、この本の中で、すでに f第
てあそびJもの

に授くる玩器J(注;第一恩物六球法。桑田は玩器の訳語を使っている。盟、物の訳語は際 信三による)、
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「第二に授くる玩器J(住;第二思物三体法)、 f第三に授くる玩器J(詮;第三恩物第一積体法)、「第四に

授くる玩器J(注;第四愚物第二積体法)までは多くの関入りで紹介されている。

なお、明治10年(1877)7丹、向じく桑田親五による f幼稚園 巻中J(那珂通高・飯沼半十部校) (泌

が出版され、「第五に授くる玩器J(注;第五恩物第三積体法)、「第六に授くる玩器J(注;第六患物第由

積体法)が紹介され、さらに「第七に授くる玩器J(注;関の舎では第八思物置箸法になる。他の例では

7番目は第七恩物置板法)が紹介され、「箸縮工時録Jとして「豆にて小箸を接き合せる業J(注;地の書

では二十恩物中の第四番目、第十九思物豆工法)が紹介されている。また、明治11年 (1878) 6丹には、

問じく桑田による『幼稚園 巻下J(飯沼半十郎校)閣が出版され、 f組紙、織紙、諮り抜き紙及び闘を

引く事J(注;第十七思物組紙法、第十四恩、物織紙法、第十三思物諒紙法、第十恵、物関商法)がまとめて

掲載され、「摸を造る業J(第ニ十恩物摸型法)が紹介され、さらに「音楽の穫操の事J(技;体操の説明

と、体操図と、体操に付i認する手引草の歌)が紹介されている。また、唱歌については鵠舎ノ歌など30点

ばかりが紹介されている。ただし、唱歌に揮しでは、校正者がわざわざ f校正者自ク酉洋ノ諸歌ヲ誇シテ

我践ノ音誠トナシ歌ヒ旦舞フハ極テ難シ故ニ今試ニ其歌ノ大意ヲ我臨ノ音調トナシ以テ示ス余ハ皆産謬ナ

レパ讃者其ノ意ヲ領セヨJという注を付け、唱歌導入の国難さを認めている。これは、箪隊の音楽隊や教

会での聖歌などの例を除けば、茜欧音楽がほとんど流入していない当時としては当然の指摘でもあった。

唱歌導入は、関、豊田、近藤にとっても、最大の障援となるのである。

関 信三の『幼稚圏記 ー・二・三jの発行は幼稚園開業の 3カ丹余り前のことであるが、その内容は、

一、一巻では、遊戯と遊戯に付随する歌、説話の事例の紹介が大半であり、三巻では全縞「圏護課」の紹

介がなされている。翌年12月刊行の『幼稚関記 附録iで初めて各思物の紹介がなされているが、それぞ

れに充てられた文章は短く、また、図も用いられていないため、桑田の f幼稜圏jによじベ、実践者にとっ

ては使い勝手がいいとは雷えない。ただし、図画に関しては三巻全部を占め、詳細に紹介されており、巻

末には練習図剖も多く掲載されているため、保婿養成の実技や保育の実践に役立てやすいものとなってい

る。関が悶画にこだ、わったのは、 fフレベル氏日ク凡ソ国重ナルモノハ心性を養成スルノ最モ有力ナル方

策ニシテ軟弱ナル幼克ノ訣クヘカラサル主要ノ事業タ 1)J (31)という閣甑の特性に共鳴したからである。

豊田、近藤らも、幼稚留の開業前に、桑田による訳書『幼稚関 上j、闘による f幼稚園記上・中・

下jは手にすることができたし、開業時点で、もこれらの書を参考とすることも可能であった。特に、『幼

稚園 上jでは、玩器(思物)の用法が多数の閣入りで詔介され、王子易且つ簡潔な訳文であるため、第閤

思物までという限定はあるが、保育者にとっては、極めて使い勝手の良い実践マニュアルだ、ったといえる。

しかし、あくまでも図書による情報であるから、その理解には不安も限界もつきまとうが、クララのよう

なフレーベル保育の実際を知る人が身近にいて解説してくれれば、一段と有用な書として寵えたはずであ

る。

クララが明治 9年 (1876)11月から翌年3月まで、保嫡の豊田、近藤、助手の山田、塚本らに対してど

ういう内容の保育法の「傍習jをしたのか、ここでは「代紳録一 浄謁幼稜留教育理論松野久良々

氏口授問書Jを中心に、桑田の f幼稚園上j、豊田の手記である「代紳録全j、「代紳録ニ」、「思物

大意」や、清水陽子・高橋清賀子の「豊田英雄の講義ノ…ト「代紳録」にみる暁治初期の保育内容J側、

前村 晃の「豊田英雄と主事前期の幼韓国教育に関する研究(1)一豊田英雄の f代紳録 全jと氏原銭の

「幼稚盟方法Jとの関係-J(拘等も参考にしながら述べていくことにする。

ただ忘れてならないのは、創設直後の向附属幼稚屈では「保育法の伝習jと「保育の実践jが同時進行

していた、ということである。

豊田の手記「代紳録一 浄寓幼稚間教育理論松野久良々氏口授開書jの「浄寓jの時期であるが、
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裏表紙に本文とはまったく関係のない『教育雑誌 百八競jに関するメモ書きがあるので、明治12年(1879)

末以降とすることもできる。豊田は、鹿児烏幼稚罰における保嬬養成のテキストとして、「代紳銀三j

(注;これについては、安 省三の論稿に、明治12年(又は13年か) 3月18日に鹿児島女子師範学校で之

を造ったと記された「表紙jの写真が掲載されている)を作成しているが、 12年のものなら当初、鹿児島

出張は半年の予定だ、ったため、半年稜度で全体をカバーする保育法のテキストとして再繍集したものかと

考える。ただし、鹿児島でテキスト用に作られた「代紳録 三Jについては、高橋清賀子家文書中に「代

紳録 三jとするものが2、3点あるが、同一警は確認できておらず、加の場所に保存されている可能性

もある。

豊田はすでに「代紳録全」や「代紳録 二jを作成しており、保育法のおおよそ全体をカバーする手

記を書いていたが、「代紳録一浄窮幼稚園教育理論松野久良々氏口器開書Jは、わざわざ「松野

久良々氏口授問書jとしているので、必要が生じて、「幼稚闘停習問書稿jなどを基に「浄寓Jしたもの

と考える。ただ、浄寓とはいっても、元々が「通訳Jであるため暖味な文書や座りの悪い言い回しは付き

物で、文言の修正、苦い留しの書き直しなど至るところにある。項目なども、未整理のところも多々あっ

て読み易い状態とはいえないが、整理され過ぎていないだけに、逆に、クララによる講義を受けた保育修

行者豊田英雄の苦闘の跡が生々しく残っているともいえる。

本手記に見られる、クララの講義の構成は、まず、最初に保育の要点を述べる「十九則j、続いて仁恵

物の基本的な意味と扱い方」、最後に「思物の用法十四候」があり、クララの講義の一端を知るには十分

な文書である。

まず、「十九郎」の説明をするが、ここは)11買序に混乱が見られ、判断に迷う部分もあるが、原則原文の

順番を尊重し、どうしても順序を入れ替えたり、番号を変えた方が妥当と思える部分は変更することにす

る。

「第一則」

ここでは、保婚の資質(求められる性格)を述べている。 ifL小克ハ天然の性に従ツテ誘導シ性ヲ

柱(注;読みは「まj。まげること)ケ急ニ為ルヲ要セス故ニ之カ母師タル最モ深ク養成スヘキハ己

レノ意気ヲシテ飽クマテ誌和且伸長(注;慎重の意か)ナラシメ」以て保育にあたるべきだというの

である。豊田が他の「代紳録j等で保婦は「保婚は温和気長にして」という部分に相当するところで

ある。

ところで、幼稚園についてほとんど予備知識のない受講生を相手に講義をする場合、幼誰菌とは何

かという「そもそも論Jから始めるのが普通で、あるが、そちらは f思物大意Jの関頭で語っている。

「第二期j

ここでは、 f関係ノ長官其地客員ホ入来ルiキハ必ス立藤ヲ行ハス可シJと礼譲の大切さを述べるが、

「然レ陪一朝一夕ニシテ之ヲ養成スルハ難シ漸ヲ以テ誘導スルiキハ敢テ易々タ jレベシjと付け加え、

急いで結果を求める必要はないとしている。

「第三則j

ここでは、「小児生レテ先ツ手足ノ揺動ヲ為スハ是自然ノ妙理乃チ天賦ノ知覚肢樫ノ成立ト{慎二啓

発ヲ起スノ措梯也Jとし、「母師タルモノ此機合ヲ違ハス教育誘導ノ心意ヲ含有シ以テ保護スルiキハ

必スヤ自的ヲ違スルニ至ル可シJと述べている。教育は生まれた時から始まるのである。

これは明治20年 (1887)のクララの講演でも向じことが語られている。

「第四則J
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ここでは、「幼稚ハ常ニ遊戯又ハ器物ヲ破壊スルホヲ為スカ常情ナリモシ此ニツヲナサ、ワレiキハ或

ハ疾病アルト祭ス可シJと述べている。幼児は遊ぶこと、器物を破壊することなど当たり前のことで

あり、むしろ、それをしない時は疾病あり、というのである。

「第五期」

ここは第回目立までの各項に比べかなり長い説明になっている。「幼児ハ歯酪(注;読みは「えんゅ

うJ)ホニ部リ土若手チホヲi害ム常ナリ然ルヲ尋常ノ父母ハ却テ之ヲ危フミ又ハ悪シトシテ其望ムJII7ヲ

抑止ス一理由アルヘケレ!モ却テ非ニJ5:シJと述べている。英雄も、「保育の莱Jの中で、崖(たとえ

ば、闘庭に土の山があればその斜面など)があれば、子どもは榛でもって穴を穿とうとするのは常で

ある、と同様のことをいっている。クララの口述がそのまま引き継がれているのである。そして、「偶

ニ土穿或ハ草木ヲ折損ス jレ際石或ハ草木ノ質等ヲ見知ス是即チーノ知覚ヲ開発スルト諒フテ可也J

と述べるが、いうまでもなく、幼児に草木、来賓ホヲ段損することを勧めているわけではない、とい

い、こうした自然物があるから烏や虫が歌い、棲息し、人間もこれがあるから楽しみを得ることがで

きるのだ、と諭すべきだと述べている。子どもが言うことを開かずさらに致損する場合は、これ(自

然、物)を自分で造ることができるかと、強く諭すべきだと述べている。

どもの学習の機会だからといって、みだりに自然物を段損することは戒めているのである。

には、今日でいうまさに f環境教育jがある。

「第六則J

、，、ー
に問、-

ここでは、りも幼稚ノ閤遊戯嬉ノ際物トシテ幼稚ノ規察ニ鰯ル、 iキハ乃五官各作用ヲ起スナリjと

述べ、遊戯と唱歌は子どもの五官を磨き高めることになると強調している。

「第七別j

ここは短く「幼稚遊戯中自然、目的ノ立ツ可キ様誘導スベシjが全文であるo

f第八則J
ここでは、農神ハ吾僚(注;読みは fわがせいJ。私たちの意)ヲ守護シ又タ吾憐ヲシテ撃業戯遊

ノ中ニモ常ニ守護シテ安泰ナ 1)人トシテ之ヲ尊敬セスンハ有可ラサルゴヲ懇諭スヘシjと述べている

が、幼誰屈はキリスト教の土壌から生まれたのだから当然といえば当然であるが、先にも触れたよう

に、国学者や儒学者などからは「幼稚圏は耶蘇教を教えるところか」という批判が生じそうな部分で

はある。

「第九則J
ここでは、幼児は本来的に器用不器用があるが、幼稚留に入った以上はどの子も「器用敏捷」とな

るように関誘すべきだと述べている。

「第十則」

ここでは、誰もが先祖があって、今日に主っているが、 f心志手足ヲ勢シjて適切な勉強をしなけ

れば、現在の衣食住の生活を雄持することはできないのだ、と幼児に明確な言葉で諭すべきだと述べ

ている。

「第十一期」

第十一則では、「遊戯歓楽中一事五官ニ撹鰯セハ其事物ニ因テ思想、ノ精神ヲ諸物ニ趨(油;読みは

「はしJ)ラスヤウ開誘スルヲ肝要トスJと語り、例として小さい船の留であっても、説明によって、

大きな蒸気船の話に及び、これが「万閣信義ヲ交へ社合一大関係ノアル在ル千里ノ想像ヲモ呼起スル

ニ至jレ可シj と述べている。想像力を還しくする開誘の例である。

フレーベル主義保育では、五官(五感)の働きや、想像力を駆使し、高めることが重要視されてい
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るのである。

「第十二則j

この項では、事物が決められた場所になく、雑然としている時は、整理整頓の習慣が身につかず、

きちんと整頓されているところでは「清浄潔白ヲ好ムノ心ヲ生起シ寛仁慈愛ノ心モ発起ス」と述べて

いる。

「第十三期j

ここでは、 f*f!J.テ幼稚ノ視覚ニ鰯ル、毎々ニ決テ其精神ヲ疎漏ニ径過セシム可カラスJといい、大

人にとっては盟締なことでも、幼児にとっては緊要な知覚啓発の機会となるものである、したがって、

ていねいに誘導する時には、「戯嬉歓楽中ニ新ニ発明ノ心志モ出来ルナリ jといっている。幼稚園に

通っていない幼児は、八個の木片(注;第三思物第一積体法)を見せ、これを拘のために使うかと開

いてもほとんど答えられないが、思物を使ったていねいな保育を受けている幼誰題児は「家麗或は門

窓、ホヲ造為スヘシjと答える。これは幼稚爵児が思考的に一歩進んでいるからだと語っている。

ここでは f発明ノ心志Jつまり創造性の開発が誼われている。フレーベル主義保育は{創造性の教

育jを自指しているのである。

「第十四期」

ここでは、「事毎ニ説明シ懇切ナル司令シ然レiモ詳細ニ過キ児心ヲシテ矯マシムル!キハ害ア 1)トモ主主

ナシ故ニ宜シク注意ヲ措キ見心ニ適切ナル言語ヲJj，テ簡易ニ説クヘシjが全文である。懇切丁寧に説

明することは必要であるが、詳細に過ぎて子どもが飽きるようでは筈あって益なしであるといい、子

どもに適した簡潔な説明を心掛けるべきである、という。舘育、教育の現場では、簡潔な説明で十分

な場合も多いかと思うが、保育者や教育者が必要以上に fしゃべり過ぎるjことは頻繁に見られるこ

とである。

「第十五別J

ここでは、「事:物悉ク元素アjレ響音アルゴホモ示ス可シ」が全文であるo

f第十六期J

ここでは、川、児ノ精神ニ要用ナルハ唱歌也必ス関ク可カラサル唱歌ハ日律ノ整頓ナルヲ要ス」と

いい、幼児が寝るとき、母、乳母、保育者が唱歌(子守歌)をうたうことは大切だし、幼稚園の運動、

遊戯には必ず唱歌が伴うべきことを説いている。

クララの講義では唱歌の効用が植われるが関、豊田、近藤にとってこの唱歌こそが難題となるので

ある。

f第十七則J

ここでは、 f第十五則」とも重なるが「事物悉ク元素ヨリ成立ス jレゴヲ知ラシメ

元質モ亦然 1)Jが全文である。

「第十八期j

ヲ保有スル

ここで、は、 f物質悉く中立質(注;ここで、は英雄は本人の原文にある中媒を中立質に訂正している)

アル理ヲ知ラシムベシ仮令ハ板剛極弱反対物ノ第一也其中立質ハ柔質是ナリ極厚極薄ノ色アリ其中分

ヲ得タル色良日中媒(注;ここでは中媒を用いている。二色の等量混~)数ニテハ日一二三ニ則中媒又

天地開ニ山ト渓谷トハ大ナjレ反釘ナルモノ罰jレニ何レヘ行クモ中分ヲ授過セサレハ性ク能ハス是ニ間

テ小児ヲ導キ其理ヲ知ラシムルニハ先ヅ簡短ニシテ視示シ易ク部メ小児ノ玩弄ニ適セル第ニ思物則是

ナリ日其木球立方体}防諜反針ノ大ナルモノ而メ中分質(注;ここで、は中分質を使っている)圏長体期

是ナ 1)此物体ニ就テ事物ノ中分アル形容ヲ発知セシムベシ諸線類に至ツテモ亦然リ斜線ハ平直ノ中分
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也jここでは我々の住む世界に反対物が存在し、その中間には、中分質(中媒)が必ず存在すること

を説いているが、自然科学を学んだ人フレーベルらしい言である。フレーベルは、真反対するものは

あるが、中分質が、これらを一致結合させる、と考えるのである。

反対結合という考えはフレーベル保育理論の中では重要な位置にあり様々な実例がかなりの頻震で

出現する。

「第十九期J

ここでは、「保育教師ハ終始小児ノ心意ヲ持ス可シ而メ窓ニ掲lレ肝ノ数自ニ能ク注意シ一事件ト

忽(注;読みは「ゆるがj。ゆるがせ)セニ経過スベカラズJと述べている。保育者は、保育にあたっ

てここに掲げた以上の項目に留意すべきことを述べている。

次にクララの講義は仁思物の基本的な意味と扱い方」に移っている。ここも膨大な分長になっているの

で要点を記し、若干の解釈を付すに留めたい。

。プレーベルは、子どもが生まれて 2、3ケ丹もすれば、母親による教育が始まらなければならない

としている。この時期の子どもには「糸製ノ六色球jの遊びをするのが良いと言っている。また、フ

レーベルは、 7、8ヶ月になると、六色球に換えて f木球・立方体・長関%J(第二盟、物三体法)を

与えるといっているが、六色球は木球と形態上連続性を持つものである。また、木球と立方体は見た

自には共通するものがない反対物であるが、長国形(円筒形)は丸みがあるという点で球体と共通し、

平面があるという点で立方体と共通している。また、円筒形を横にし、糸で吊るして、糸をねじって

閤転させれば、球体に見える。また、立方体の一平面の中心に糸をつけ、これを回転させれば円筒形

に見える。木球と立方体は反対物であるが円簡形はその中媒となることを説明している。三イ本法では

「反撃f一致終始結合ノ理Jの先ず「一分Jを示すものだといい、「凡百般ノ事字能関物質反針結合ノ

写真(6)ー2 r幼韓関 上j中の「六色の小建(第一に授ける琉器)Jの遊び方の例(37)
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写真(6)-3 r幼稚罷 上j中の「三体法(第こに設ける玩器) 手前は六球jの紹介{羽)

理jのないものはない、と述べている。

六色球についても、反対一致結合についても、すでに触れているのでここで詳しく説明する必要は

ないと思うが、年長になっても鞠などの球の遊び、自体は継続する。ただ、六色球には色の学習が含ま

れており、この手記の後の方で、幼稚罰では六色球を色の学習に用いるのみとするが、幼稚爵の初級

においては球遊びをするのも良し、と述べている。この遊びは乳児に五感中「見る力」に対応するも

のである。クララの明治20年 (1887)中の講演でもそのことに触れている。

また、「却説(注;読みは fきゃくせっふさて)小児初生三カ月ノ比(注;読みは「ころお(い)J。

文語的表現。おおよその時期)ヒヨ 1)五宮中耳梢々間クヲ得ルjことから、六色球の遊びの中でそれ

に対する対応(注;雪葉かけや歌)も必要で、あると述べている。

反対一致結合は様々な遊戯の中に登場するが、プレーベルの理論では、一つの遊び、の中に全体があ

り、部分を語るときも常に全体が前提にあるという特徴を持っている。

0前に続く内容であるが、この時期は開くこと、見ることが身に付いているから f第二思物ヲjJ，テ短

街ナル謡歌或ハ説話ヲ添へ誘導ヲナスヘシjといい「是期チ自ラ感覚ヲ起シ五官ノ動作ヲ資ケシムル

一良法也j と続けている。

0子どもが満2歳から 3歳くらいになると「第三思物八ケノ木片」を与えるのを「規則トスjといい、

この頃から幼稚園に入り「社曾ノ悪習ヲ訪セキJ(注;隔離教育論)加えて人類の最も時み、最も関

係ある社会交際の指梯を「群集遊戯中ヨリ自ラn乎起シJ(注;集団による学び合いの原理)、「立百般

ノ事業ヲー際ノ遊戯中ニ具有セル方制ニ就テ各自ノ性質ヲ向ケシメ後来何ノ業ニ於(注， ，於の異体

字)テモ話的ノ立ツベキヲ以テ皐齢満六年ニ至jレマテ誘導ヲナシ而メ罷ヲ退シテ一定普通ノ小撃ニ就

クヲ以テスJ(注;職業準備の説)を説いている。さらに「フレヘル氏ノ定ル府ノ法則ニ於テ二十ノ

患物ヲ要此ノ作用方ノ如キハーニ皆自然ノ理ニ基ツカサルハナシ前謂自然法ト稿言スルモ誠ニ
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(住;読みは「ぶげん又はふげん」。 を曲 うこと)ニアラサルハナシJ(注;自然法。自然

主義)が語られている。

普通、児童中心主義教育はルソ一流の「謂離教育論」を掲げるが、当時のヨ…ロッパの社会が極度

に悪い状態で、あった、ということでもある。また、フレーベルの幼稚留は集団による教育効果を髄っ

ている。偶と個、個と集団の質の高い相互作用を期待しているのである。

また、隔離教育といっても、社会(コミュニティ)の成り立ち、それとの繋がりのある学びを否定

するものではなく、「大きな意味での職業準備説」も見られる。また、フレ…ベルの論には全体に「自

然主義的観念」が浸透している。

。プレーベルは幼稚園教育の成立に大別してこつがあるとし、その一つが「物体教科J、もう一つが

「事業教科Jとしている。物体教科は身辺百般の物を学ぶことであるが、ここでも f皮革t一致終始結

合ノ理Jが語られている。「反封一致想{象心ヲ呼起シ其反封セルモノ原意ニ結合シ間一ノ理ニ帰ス賠

チ智識錬磨ノ基礎トナル也jと言うのである。

事業教科は、オキュベイションのことであるが、 f諸事業諸工謹上ヨリ百般百物ノ模型ヲナシ、期

チ、工作工業ノ錬磨研究ノ基礎トナル也jと諾っている。実は、このオキユベイションの訳は難しく、

保栂見習生氏原 銀の明治11年 (1878)の手記には f未タ訳語ナシJ(却)とあるが、豊田英雄は地の 1ft

紳録」においても「事業教科jの吊語を用いている。ただし、「思物大意jの冒頭で f二十ノ恩物ヲ

設クJと言いながらも、本文の中で、「物体教科jにあたるものを「恩物」といい、「卒業教科Jにあ

たる「未だ形をなしていないものによる形作り jを「用法」と言っている。新定はできないが、 f事

業教科jの訳語を考え得るのは、当時の状況では、やはり関 億三以外にいないが本人は満足はでき

ず「仮訳jのつもりだ、ったのではないかと考える。

クララは次に，思物の具体的な用い方について「十四候Jからなる簡条書きで示している。ただし、個々

は「繰Jとなっていたり f期jとなっていたりしており、 f第一割Jと f其の三イ!菜jの関に「第二繰Jの

小見出しが抜け落ちていたりする。ここも膨大な分量になっているので要点を記し、若干の解釈を付すに

留める。

第一則

第一号六球ノ作用法

球の大きさは 2寸であること、一赤、二予号、三黄、四柑、五緑、六紫の各色があるが、赤、予号、黄

は「三本色(注， -三原色)Jであること、赤は太陽の象観、黄は大地の象徴、青は天地開の生活空間

(注;空だけをいう場合もある)の象撒であること、赤と黄を混色して柑、黄と青を混色して緑、赤

と青を混色して紫を生ずること、球の色の学びに際しでも、諸物体と比較し、説話を加え、想像力を

喚起すべきことを述べている。

「患物大意jにおいて、同種の説明があるが、この手記よりも一段と詳細に語られている。たとえ

ば、仁思物大意」では、第一級(注;年少クラス)では球の遊びを三つに分けている。

①一列あるいは二列に児童を並ばせ、手の右左を開い、全員に各色の球の内一個を手渡し、それぞ、れ

の色の球について、何色かを向い、幼児の熟知している物を語ったり連想させ、あるいは幼児にそれ

を答えさせ、また、日曜毘を除き、六fuの球を}II買に各曜日に警えることをさせることなどを通して、

幼児は、お左を知り、諸色、諸物を覚え、曜日を知り、鞠の受取渡しによって礼儀作法をも覚えると

している。
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②幼見全員で両手を開いた間隔で輸を作り、一個の鞠を右田りに受け渡しをさせたり、左回りに受け

渡しをさせたりする。これも幼稚閣の反対法と説明している。また、壁あるいは床に鞠を打ち付け、

弾力のあることを学ばせる。

③全員を西側、東側に向かい合ってニ列に並ばせ、東側端から相互 が鞠の受け渡しをする、と

いう遊びをする。

本来、六級法は乳児向きの恩物とされているが、初級の幼児においても、鞠を遊び(学習)として

用いることができることを示すものである。

0これに続いて三体法の説明に移るが「十九則」中で既述の説明とほとんど同じである。

0続けて反対一致終始結合の例があげられている。「タトヘハ忍ニ五十斤ノ目最ヲ有スル石質アリ又

十斤ヲ有ス jレ肉質アリjといい問日大ナル反釘量ナ 1)Jといって「是ニ中間スルハ或ハ三十斤二十庁

ノ開質ヲ見出スト存ハ双方結合シテ中立問ナル也」とするのである。また、中分の例として、黒と

自は鼠色、 111と渓谷は双方へ行ける中道、昼と夜は薄暮黄昏など幾つもあげている。

0三体法の性質を知る遊びの例をあげている。木球は常に動揺し、立方体は常に着位し不動であると

説明する。立方体の三部を手で、被って一方を幼児に示すときは一平面四方間近が見え、また、立方体

を手で持って少し額けて見せれば見える面、辺が変わることなどを諾っている。

0長内体、球の性質を説明し、幼児に球を握らせ、次いで立方体を罷らせて、反対物であることを実

感させ、次に長円体を握らせて中分質を知るということになる。

次に豊田の手記「代紳録 浄謁 幼稚園教育理論松野久良々氏口授開書Jでは「第三思物第一積

体法Jの説明に移るが、豊田が明治11年 (1878)3月1日に造った(注;造り始めた)手記 f代紳録

では、「五月廿二日講義 第三恵、物jとなっているので、ここらが「第二期」あるいは「第二候jになる

のではないかと思われるが定かではない。

第三思物第一積体法

ここでは、 fコノ恩物ハ満二年乃主満三年ノ穂先ニ奔セシムルヲ規則トスjとし、前にも述べたよ

うに、これは第一、第二の思物と違って、立方体を八他に分けたもので、分解すること、中を覗くこ

とが可能な，阜、物である。「方ーす六分ノ立方体ヲ以テ種々ノ模型ヲナサシメ物体教科ノ勢力トナス塩j

と語っている。

次に「糖、テノ患物用法三期ヲ宥スJまた f此三式ヲ以テ奔器中ノ大眼目トナス」として、フレーベ

ル主義保育の保育内容の基本的な柱となる次のような「三式」を説明している。

其ーニ自賛生式

其二二日傍皐式

一日捕美式

「恩物大意Jにおいても i可様の三式があり、豊田の明治11年 (1878)の手記「代紳銀全jでも、

二と三の入れ替えはあるが、この三式を掲載している。

ちなみに、クララの講義の通訳者であるから当然で、はあるが、関の『幼稚闘記 三j輔の闘護課の

壌でも}II買序は違うが悶様である。
ピユチフルフヲ ム

摘美式
サエンチックフヲーム

傍幕式
ライフフヲ ム

営主主式
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ついでに、桑田親五翻訳の f幼稚開 巻上J(叫における「三式jに関して雷えば、次のように表記

が異なっている。

要用式

精巧なる形

教事の基

明治10年(1877)の東京女子師範学校附属幼椎屈の保育科目としては次のような表記となっている。

物品科

美麗科

知識科

また、それぞれの式の説明は「代紳録一 浄寓幼稚国教育理論松野久良々氏口授問書jでは

「替生式トハ小児日常ノ熟知シ得ル肝品物タトヘハ椅子杭其他家内ニ指アル物品二億説(注;鍛設の

こと)シ雑シウルニ問答会話ヲ以テ其就略ヲ知覚セシムルナリjと雷い、 r11府泉式トハ其鍛設シタル

物品ヲ以テ計数幾何皐術上ニ関係セル罷角形線ヲ始メ縫テ皐術上ヨリ来ルコトヲ説明スナ 1)Jとし、

「摘美式トハ日常人ノ目視スル}防ノモノ麗美トシ之ヲ欣慕シテ以テ彼ノ醜悪ノ分ヲ知ラシメ11;J、児ニ

自然礼儀ヲ知ラシムルノ意ナリJと述べている。これらの説明についても「思物大意Jや「代紳諒

会jでは若干異なっており、「代紳録全Jではより簡潔である。

これらを現代風に大胆に訳すとすれば、物品科は「生活科」、美麗科は「美術科j、知識科は「数学

科Jとなるが幼見向きではないので、 f生活上のものを知るあそびJr美しいものをつくるあそびJrか
ずとけいさんと形のなりたちを知るあそびjとでもするしかないが、あくまでも「試訳Jである。

また、「第三思物第一議体法Jの説明として「方体ノ箱ヲ少シク蓋ヲ明ケ杭上ニ倒伏セシメ…ニニ

ト描呼ヲ加ヘテ其葦ヲ引抜キ乃チ箱ヲ去 1)Jなど型にはまった形式主義的な作法を述べている。次に

「初メハ立方韓ノ概罫ヲ説話シ漸次習慎漸ク塾スル!キハ之カ発関ヲナス也」といい、続けて「先ツ最

初ニ於テ竪半筒ニ分チ其二分一ナjレヲ示シ復タ合シ横土手簡ニ分チ数ニ在1)テハ同笛且ツニ分ノーナjレ

!モ其縦横ノ差異アルヲ知鐙セシメ復タ合シテ中央半ニ分ツ是亦向館ト長形ヲ異ニスルヲ知ラシメ間メ

写真(6)-4 r第三に授ける琉器」の「籍巧なる影jの図倒(42)
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写真剣一 5 r幼稚題 上』中の「第盟に授ける玩器(第四愚物第ニ議体法)J(43) 

后rm分ノートナシ又ハ八分ノートナシ閥笛更ニ合シテ長方形トナシ縦横或ハー箇ツ、積テ方柱トナシ

Uテ漸次其形体ヲ破壊セス種々ノ物体家門ホノ模造ヲナシ約ルニ小話問答ヲ以テ専用トシ物体教科惰

ノ二域ヲ具有スJと説明している。

ここでは修学式、営生式の説明があるが、もちろん、「第三に授ける玩器(第三思物第一議体法)J

にも「精巧なる形(檎美式)Jはあって、『幼稚園 上jでは「精巧なる形jだけでも82の図捌が紹介

さjれている。

ここではまた次のような十四鍛(注; I代紳録 会」では十五候)の約束事を取り上げているので要点

だけを示すことにする。

其-{I長 f八ケノ木片ヲJ2J、テーツモ残スナク物体ヲ造為スjということ。

其ニ焼 「一物体ヲ漸次地形ニ鑓換スル!キ之ヲ破却シJ2Jテ吏メ造ルヲナサスモシ小児自意之ヲ破壊シ

或ハ保育師ノ命令ヲキカス翻意物体ヲ造ホノ性質ヲ有ス jレ小児ア 1);是笠シク其レヲ矯正スベシ斯ノ如

キ性費ハ自負倣慢ノ心ヲ養成スルニ近シ注意ノ忽セナル可カラサル貯也j ということ。

其三銭 fタトヘパ置形ヲナストキ左右ノ差民ナク位置錯乱ス jレiキハ何ヲ自シテ龍形トセン乎然ルヲ

或ハ教育者其自侭ナル児2:ニ抗スルヲ厭ヒテ法制ニ不叶トモ大ニ賞讃ス jレホ大ナル非ナ 1)Jというこ

と。

其部員リ(候) I議ニー笛ノ井ヲ穿チ得ルニ其井全ク六カノ方体ニテ成jレ而yレ!キハニ箇ヲ余シ不用ニ

属ス然ルヲ不思議セス(注;前村によるqゴ略)残ハ叩左右ニ並列或ハ手桶ツルヘ或ハ汲水ノ人ナト、

適当欝係ノ名ヲ附シ罰答ヲ以テ活意ナラシム jレJことが想像力の喚起ともなる。

f代紳録会jでは、ここに「第五郎」があり、三式について簡単な記述がある。「代紳録全Jの

「第六部jが「代紳録 -i争議幼稚園教育理論松野久良々氏口授問書jの「其五棟jと同じ

である o I代紳録全」では第十一様までプラス 1となる。

其五僚初級の幼克のために、教部自らが「物体ヲ制模シJ幼児に見せ、簡単な物を造らせることも
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其六則(fl茶) 物体について語るとき、幼児の年齢に応じて分かりやすい言葉を使うことを心掛ける

べきであること。

其七イi条 教師が造って見せるとき、子どもが飽きてくるようだと、平日に終わ 1)、子ども自身に造ら

せること。 倦怠心を生じさせるのは「保育上害ア J)トモ益ナシjということ。

第八後 幼児がすばらしい造形をなしたときは、面白く適切な小話を加えて、賞賛し、ヲこどもを激励

すること。逆に、自由気侭に「不正ナル物体ホヲ造成j したときは補正をさせること。

第九篠 幼児に不十分な点があっても、教姉はj百字気長に導き諭すべきこと。

第十保 子どもが「事業科」に従事するとき、充分にはなし得ないが、教舗が横から手出しをするこ

とは f甚ダヨロシトセズ」としている。このことは「小児精心ヲ生ジJまた「依頼心ヲ増紳」するこ

とになるからである。幼児が自力で造成するよう誘導鼓舞すべきであること。

第十一様 八個の木片で家を造らせるとき「衆児各意ノ家作ヲナス是敢テ妨ケナシJだが「唯其異質

形ヲ造成スルハ悪シトスJということ。

「代紳録 全jではここが「十二期j というように、一つずつ数字がプラスされているが、意味、内

容は同犠である。以下は「代紳銀全」では少し順序が変わったり、欠僚がある。

第十二候 幼見が自分の物体家作の体裁を良くするために、|務の子の木片で以て造ることは禁止する

こと。

「代紳録全jでは、「十三郎jがなく、「十二期Jから「十器削jに飛んでいる。

第十三鍛 造形活動が終了したら必ず木呉の整頓を求めるべきこと。

「代紳録全」では、これが「十五期jになる。「代紳録全jには、次の「十四候jにあたるもの

はない。

第十四僚 幼克の造形があまりにも粗雑なときは「勘懲話ヲ説キ諭スベシ」として例話をあげている。

仮に議に甲乙丙丁の四児がいて、甲は家を造り、乙は井戸を造り、丙はー盟庭を造り、乙は…椅子を

造るが、Ej3の家は甚だ組雑で f風破殆ト免レ得サルノ であるため、教師は次のような寓話を諾

ることにする。ある日、空は晴れ渡り、暑くもない一日だ、ったので、四人の子どもは散歩に出掛ける

ことにした。子どもたちは野外で、摘み草をし、花を眺め、家に帰ることを忘れるほどに楽しい時を過

ごした。しかし、突然、北の空に黒雲が生じ、疾嵐に乗って、一転、空は全天かき曇り、稲妻が走り、

雷鳴が轟き、まさに暴陪に襲われる気配に、子どもたちは野外の楽しさも吹っ飛ぴ戦燥するばかりで

あった。ただ、幸いにも子どもたちはたまたま小さな茅葺きの小屋を見つけたので、そこで雨宿りを

することにした。しかし、この小屋は組悪極まりないもので、展根は破れ、軒は落ち、今にも倒壊し

そうな状態であった。子どもたちは落距し、しかたなく四苦八苦して自宅へと帰った。

この話をして、家会造るときは丈夫なものにしなければ後で苦労することになる、と論すというわ

けである。

以上が「代紳録 一 幼殺菌教育理論松野久良々氏口授開書Jの概要であるが、もちろん、これはク

ララの講義の一部分であり、「代紳銀全j、f代紳録ニム「思物大意Jにはもっと多くの倍報が記述さ

れている。特に f恩物大意」には二十恩物の馬法が詳細に綴られ、さらに「遊戯JI体操JI唱歌JI説話J

に触れている。したがって、「代紳録 … 幼稚園教育理論松野久良々氏口授開書jはクララの講義の

全体を示すものではないo I代紳録全j、f代紳録ニム f代紳諒一幼稚園教育理論松野久良々氏

口授問書j、仁愚物大意J、「幼稚園侮習関寄稿Jのすべてを読まない限り、松野クララの講義の全容を知る
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ことはできない。

クララの 4ヶ月余りの講義と、明治9年 (1876) 1月発行の桑田親五の訳書 f幼稚国 巻上j、明治10

年 (1877) 7月発行の『幼韓国 巻中j(明治10年7月)があれば、明治10年 (1877)中の探脊も、試行

錯誤しながら、何とか曲がりなりには保育の実賎ができたが、あくまでもこの時期は「試行Jの段階であ

る。東京女子師範学校総属幼椎留では、明治10年 (1877) 6月27日、規則を整備している。附属幼稚国規

則の主要部分は以下である制。

隙属幼稚園規則

第一条 幼稚器開設ノ趣旨ハ学齢未満ノ小児ヲシテ天賦ノ知覚ヲ関連シ国有ノ心思ヲ啓発シ身体ノ

健全ヲ滋補シ交際ノi者誼ヲ暁知シ善良ノ言行ヲ慣熟セシムルニ在1)

小児ハ男女ヲ論セス年齢満三年以上満六年以下トスイ旦シ時宜ニ由リ満二年以上ノモノハ入

園ヲ許シ又六年以上ニ出ツ jレモノト盟主在留セシムルコトアルヘシ

第三条略(麓痕等のこと)

第西条 入閣ノ小児ハ大約百五十名ヲ以テ定員トス

第五条略(注;園児募集のこと)

第六条 略(注;入閣申し込み禄式のこと)

第七条 略(注;付き添い人を要せずということ)

第八条 入間ノ小見ハ保育料トシテーカ月金二十五銭ヲ~又ムヘシ但シ貧困ニシテ保育料ヲ収ムル能

ハサlレモノハ其旨申出ツヘシ事実ヲ訊問シテ後コレヲ許可スルコトアルヘシ

第九条 入閣ノ小児ハ年齢ニ由 1)コレヲ分ツテ三組トス世シ満五年以上ヲーノ経トシ、満四年以上

ヲニノ総トシ満三年以上を三ノ級トス

第十条 小児保育ノ時間ハ毎日四時トス恨シ当分ノ内保育時間内ト難モ小児ノ都合ニ由 1)退国ス jレ

モ妨ケナシトス

第十一条 小児在圏ノ時前ハ六月一日ヨリ九月十五日マテ午前第八時ヨ 1)正午十二時二歪 1)九月十

六日ヨリ五月三十一日マテ午前第九時ヨリ午後二時ニ主lレ

第十二条 年中休日ハ日曜日孝明天皇祭紀光節神武天皇祭神嘗祭天長節新嘗祭及ヒ夏期七月十六日

ヨリ八月一 日マテ冬期十ニ月二十五日ヨ 1)一月七日マテトス但シ臨時ノ休日ハ其時々掲示スへ

ン

また、保育科目としては先にも述べた「第一物品科Ji第二美麗科Ji第三知識科jを設け、この三科に

包有する子自として「五彩球ノ遊ヒ、三形物ノ理解、良ノ遊ヒ、鎖ノ連接、形体ノ積ミ方、形体ノ霞キ方、

木箸ノ置キ方、環ノ置キ方、第紙、第紙貼付、針菌、縫覇、石盤図関、織紙、畳紙、木箸細工、粘土縮工、

木片ノ組ミ方、紙片ノ組ミ方、計数、博物理解、唱歌、説話、体操、遊戯jを置いている。

保育時間割表は、「第一ノ組j、 ノ組J、「第三ノ組Jそれぞれ次のようになっている。

幼稚間関設の趣旨については、まさにフレーベル主義の保育を謡うもので、改めて付け加えることはな

い。保育料の「丹金二十五銭jは丹 l、2円で生活する者もあった当時としては安くはない。「位シ貧困

ニシテ保育料ヲ収ムル能ハサルモノハ其旨申出ツヘシJといっても、当時の同幼稚留には食器家涯の子ど

もは一人もいなかったので、これは「空文jである。

保育科目は、クララの講義時の関 信三の訳語、同じく関の『幼稚閣記Jにおける訳語は、管生式、補

{俗学式となっているが、なぜかここでは、第一物品科、第二美麗科、第三知識科と変えられている。
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土金 木水火月

問問同問問主主三
内十

会集 分

同操体歌唱 向 肉 操 体十三

分

解関 形体積 計数 形物三 小話 球ノ 十回

( 遊五
、、、一 ( (ぷ〆ユJ、

方ヨ球 第

十ニ 柱円 事告

籍至
、

ニル六
主)面

ル及形
~ヒ~

操イ本

答7震1三針画 鎖畳貝図回
ノ紙ノ額十

接連 ( 遊 ( 五
キ 第ヒ三分
方 線倍
( 号
-'- ヨ ノノ、
本

等E角ま第一
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) 
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一
ニコtス
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ノ
形

問問問問問遊一

戯 半時

第
一
ノ
組

小
児
満
五
年
以
上
減
六
年
以
下

土 金 木 水火月

同 同同 問 問室内二十

会集 分

木片組 体形ノ木箸細 喝歌 理ノヲ細木箸 司数 博物修事 二分l 

ミヲ工 知工ー

方 模1Y旦K ラ ヨ
及 シ箸ァ ド リ ノ
ヒスヲ メ 百話
粘)府 或ヲニ
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キ 及 イ撞本 五
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貼fI可す (方 ( 方
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五 九第 五 七
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燈針思四
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dd 

組紙片
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方

間 問問 問問遊

戯 時半

第
二
ノ
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小
児
満
四
年
以
上
満
五
年
以
下

土金木水火月

[I'i] 同 問 同 同室内室二十分

間イ操本歌H島問 問 操体十二

際上史ノ 水箸キ置 計数ー 形体績ミ 博物修身 形体置キ 十分凹

話方ヨ方 方
(リ(ノ
六 一 第 話
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(一第卜 ~ ~ 分、、、 一 一

方(第四 ニ号倍線)等 角形等ニ

箱 ニコヒコZ ゴコヱニ

}v }v 
) ) 

同問問問問遊 一

戯 時半

第
一
一
一
ノ
組

小
児
満
一
一
一
年
以
上
満
四
年
以
下

明治10年当時の保育時間割表(拓}

ただ、明治12年(1889)、鹿児島幼稚園を創った豊忠英雄は、開簡の三科を、笹生式、摘美式、符挙式と

している。東京の幼稚園の規郎を熟知している豊田が、なぜ敢えて古い訳語を用いたのかは定かではない

が、これら三科が意味する内容はまったく問ーである。

f三科に'22有する子目jは、唱歌、説話、体操、遊戯などもあるが、ほとんどが思物である。六色球の

遊びがなぜ「五彩球ノ遊ヒj となったのかは良く分からないが、いわゆる恩物といえるものは次のような
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ものがある。(間関の子縮の順序のまま)

五彩球ノ遊ヒ(注;第一息物六球法)

三形物ノ理解(注;第こ愚物三体法)

鎖ノ連接

形体ノ穣ミ方(注;第三思物第一積体法から第六思物第阻積体j去の四つが含まれる)

形体ノ寵キ方(第七恩物霞板法)

ノ震キ方(第八思物置箸法)

環ノ置キ方(注;第九恩物産銀法)

諒紙(注;第十三思物努紙法)

男紙貼付

針画(注;第十一刺紙法)

縫聞(注;第十二思、物繍紙法)

石盤図割(注;第十忠、物図顕法)

織紙(注;第ト凹，思物織紙法。紙紐を織ることで折 IJ紙ではない)

畳紙(注;第十八思物諮紙法。こちらが折り紙)

木箸細工(注;第十九恩物豆工法)

粘土細工(注;第二十思物模型法)

木片ノ組ミ方(注;第十五恩物組板法)

紙片ノ組ミ方(注;第十七恩物組紙法)J

ただ、明治12年 (1879) 3丹、関信三纂轄の『幼稚罰法二十遊嬉

十六恩物連平反法jはここには見当たらない。

で示されている20恕物中「第

1. 2.2 クララ、英雄らによる保育法伝習と思物保育の初期定着

明治10年 (1877) になると、幼稚園の見学者が増え、幼稚菌設量に関する各地からの問い合わせも増加

してくる o r東京女子師範皐校第三年報(自明治九年九月 至明治十年八月)jによると、「顎者(技;

読みは「けいしゃj。このごろの意)間ク既ニ地方ニ在テ性々(注;往の異体字)幼稚関開設ノ企アリト

此ノ如クナルトキ保栂ノ要需日二月二増加スヘキヲ以テコレニ供給セン矯メニ他日吏ニ此園ニ保揖ヲ養成

スルノー科ヲ設ケ而シテ到底ハ保栂養成ヲ此園ノ本務トシ幼稚保育は保婚師範生徒ノ営地課業ニ具へンコ

トヲ巽望ス其方案保則ノ如キハ他日ヲ待テ関|凍セントスJ叫と述べている。各地で幼稚園開設の機運が高

まってきているので、それに応じるために保鱒養成の科」を設ける必要があるというのである。河閣

は、開顕一年にして、早くも、保揖養成のー科設置の構想を持つのである。

明治10年 (1877)秋墳から明治11年 (1878)初頭までの問に、大阪府知事(注;この当持は東京・京都・

大|授の 3府では長を知事と呼び、各県の長は県令と呼ばれていた)の渡辺 昇(注;わたなべのlぎり。旧

大村藩)は同幼稚屈を参観し、間 信三と会うが、大阪に帰ってから大阪で幼稚園を設立したいので保婚

を派遣してくれるよう同国に依頼している。 渡辺は、維新後、一時、弾正台で諜者安藤劉太郎(際

らの作成した報告書を受け取る上司であり、関と渡辺は、特別な任務を通じた旧知の仲だ、ったのである。

渡辺は、大村落内に模範と仰ぐ人があり、元々文武両道を目指そうとする男で、剣だけに生きるつもり

はなかったが、幕末日本を代表する剣客であったO 桂小五郎(木戸孝允)は、渡辺の剣の腕を見込んで、



援問英雄と草創期の幼稚園教育に関する研究(6)

とフレーベル主義保育の定着:期の実相 109 

自分の後を継いで、江戸の 3大道場の一つ練兵館の塾頭となってくれと懇願している。 渡辺は、いったん

これを断るが、最終的には、それを引き受けている。渡辺は、江戸で近藤 勇とも親交を持ち、後、近藤

とは勤王派と佐幕派という敵対する立場となるが、新撰組による渡辺暗殺計画に際しでは、近藤は密かに

これを渡辺に通報した、という話がある。その時、すでに渡辺は逃走していたが、維新後、大阪府府宇知事事:時

代にこの話を開いて宴席席4 で号-泣した(この音部5分は池波の意餅日作といわれている)λ、というのであるは問7わ)

i渡産辺と隠は、 i日知の関柄であったが、かつての上司の保栂派遣要請に対して、同菌ではそれができる状

況にはない、と答えるしかなかった。そこで、渡辺は、大阪の教師から 2名の女教師を選抜し、明治11年

(1878) 2丹、東京女子師範学校との連絡もそこそこに、府費による保婚見習生、氏原 銀と木村 米を

送り込むのである。このことに関しては、後の章でも触れているが、ともかく、東京の方でも、保栂養成

の計画を準備中ではあったが、それが整わない内に 2名の見習生が上京してきてしまったために、大流て

で規則時間割表等を決め、 2月中に口頭試問をし、 3月に保母養成の卒業を開始するのである。東京側で

は、このとき、月金5円手当付きの保揖見習生、横JlI楳予を選抜している。問圏でで、は一人でで、も多く保栂を

養成することが急

i渡産辺の行動には、新輿田のリ一ダ一らしい積極性が見られるが、関 信三三三に断られたことに対し、かつ

て関の特別な任務の上司でで、あつた男の意地を通しているようにも見える O

東京女子師範学校は、少なくとも、伺年晩秋頃までには、鹿見高からの保栂派遣要請には応諾している。

横JlIが育てば一人は悶障から派遣できるという計算があってのことであろうが、渡辺と関の関係でいえば

どうなるのか、微妙である。国吉がいうように(樹、鹿克島の場合、かなり大きな政治力が働いたと見て間

違いはないだろうが、これについては後述する。

文部省年報によると、明治8年(1875)には、京都が幼稚園設置計酉があることを報告し、明治9年(1876)

年には石川県が幼稚園創設の意関を持っていることを報告している。また、明治10年(1877)年には、群

馬県、愛媛県が幼稚罷設置の意図があることを報告し、明治11年 (1878)年には、大阪府、高知県が同様

の報告をしている。さらに、明治12年 (1879)年になると、東京都に私立幼稚騒がl題、鹿児島県に公立

幼稚関が l盟、大阪府に公立幼稚関が l盟設立されたことを報告し、新潟県が設置計画を持っていること

を報告している制。

明治11年(1878)6月には、仙台の倍根小学校教員の矢野成文が幼稚関開設準備のため、東京女子師範

学校附属幼稚閣に留学し、保育法を学び、明治12年 (1879)6月7日、「仙台匿木町通小学校附属幼稚題」

が開業式を行っている。矢野の例を見ると、当時は、枠外の保嬬見習生などもいたことが分かる。また、

明治12年 (1879) 1丹には、似合の締範学校卒業生の大津よしぢ(注;後の橋本よしぢ)と相原 泰が上

京し、将年3月、東京女子締範学校保栂練習科に入学するが、 2名共、明治13年(1880) 7月、他の 9名

の仲部と共に卒業している。

このように各地で幼稚園設立の機運は高まっていたが、設立に際し、最も国難であったのは、保栂の確

{呆であった。

東京女子師範学校前属幼稚簡では、明治11年 (1878)3月から、氏原、木村、様、JlIの保揖見習生3名に

対する実習、講義、演習がなされることになる。保魁見習生の氏涼 銀は、『日本幼稚園史jの f五十鈴

年語大阪より保育実習見習の矯上京せし，思出jの中で、 f入挙後は、賓地保育、宮内省伶人先生の唱歌、

松野クララ先生の保育法、農田英雄先生の幼誰闘記並に保育法、近藤 漬先生の手技製作等J(19)があった

と書いている。氏原のそれ以前の手記には、未整理の部分と不確かな部分があるが、おそらくこれは倉橋

惣三から『日本幼誰盟史jの資料として強いたい旨直接連絡があって書いた「思い出の記」であり、内容

もかなり良く整理されている。当時は、患蹄豊田英雄なども未だ健在で、あるため、氏原も一定の緊張感を
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持って事実を殺ったかと思う。

この記述にあるように、氏原らは、豊田英雄から「幼稚園記並に保育法」の授業を受けている。まず、

豊田の「幼稚爵記jの授業は、見習生らに対して関が翻訳した『幼稚園記jを口述筆記させたものである。

すでに f幼程圏記 付録jも前年12月には刊行(申告は 7月)されていたので、愛田英雄の性格からすれ

ば、 1~3 巻から附録まで十分読み込んでおり、不審な点は関に質問して理解を深めていたはずである。

したがって、単なる控読みはしなかったと思うが、すでに邦訳され、出版されているのであるから有り難

みはあまりなかったかもしれない。

保婚見習生命IJ度とは別に、むしろ学科の数も拡充整備された、明治11年 (1878) 6月作成の「幼稚額保

地練習科規期jの学科を参考にするとこれは前期の「関市Ij大意(幼稚閣記及其附録ニツイテ口授ス。)J と

対正、する授業である。また、練習科科目にある前期「闘蓑ノ初歩(幼稚閥、法ノ縦横線ヨ 1)始メ略諸物鰹ノ

形状ヲ摸寓ス)Jは『幼稚関記jの口授の中に含まれて実施されたか、近藤 浜が「手技製作」の中で担

当したかであろう。

また、桑田の?幼稚園jは、巻上が明治9年 (1876) 1丹、巻中が明治10年 (1877) 7月に出版済みで

あり、明治11年 (1878) 6月には巻下が出販されているから、保販見習生は同蓄を読むことも賀うことも

司会能であった。関や豊田が{玩器jという言葉を使うことは稀であるが、氏原はその受講手記の中で「思

物Jをほとんど[玩器Jと言い換えている。おそらくこれは、明治11年7月、氏原が受講録を浄書する際

に、桑田が f幼稚関jで仁恩物jをすべて「玩器」と翻訳していることに倣ったものである。これは、氏

原が f恩物Jという言葉の意味を良く理解しないまま、氏原にとって「玩器jの方が分かりやすい、とい

うことで用いたものであろう。

豊田のもう一つの「保育法jの講義は、「明治十一年三月一日造之J(注;この自に作成を始めたという

こと)と作成年月日を明示し、各講義の月日とその内容を記述している[代紳録 会jと「明治十二年一

月廿二日造之Jと明記された「代紳録 ニjが全内容である。このことは詳しくは氏原の手記と対比しな

がら後章で述べるとおりである。ただし、氏原は10ヶ月間修業の予定のところ、大阪に残してきた底学生

の夫との跨の子どもを身龍もっていることが分かり、前期分夏休み前の[七月五日jの講義まで受講し、

8丹末、帰i反している。

田の講義は、後期分が「十丹十五日jに再開され、同年12月248 (注;西郷従道は、この日、文部側

から陸主李鵬へと転じている)、保婚見習生の修業式が行われるが、講義自体は米完で継続されており、先

の f代紳録 ニjが新たに作成(注;この分量もかなり多い)され、 「ニ月四日Jの講義で終了している。

これは「幼稚霞lf呆締練習科規則jで見ると、近藤 浜の手技製作とも実技開では重なるが、前期「患物

用法(二ト思物ノ中前十競ノ用法ヲ授ケ殊ニ製作品ノ貯蔵スベキモノアルトキハ検査ノ上遊覧室ニ陳列ス

ヘシ。)J と後期仁恩物用法(授業法ハ前期ト i弓ジ)J (注;部分的には第11~20思物までを含めた講義と思

われる)が対応している。

松野クララの「保育法」は、「幼稚閤保栂練習科規則」の学科を参考にすると前期「二十思物大意(首

分涼書ニツイテ口授シ生徒ヲシテ手記セシム。)Jと後期「布列部停(嘗分原書ニツイテ口授シ生徒ヲシテ

手記セシム。)Jが対応している。クララの「保育法」は、英語で語り、それを関が通訳するという形をとっ

たが、クララの娘文が熱を出したり、夏風邪をひいたり、クララ自身が幼稚留で腎ケイレンを起こしたり、

病気がかなり進行していた関が度々病欠したりで、たとえ関が出てきてもクララが休み、クララが出てき

ても罷が休むといった調子で、休講が多く、半年の修業で帰らなければならない氏原をやきもきさせてい

る。クララと豊田、近藤らとの臼常の会話の通訳は、中村正置の娘たか子が、英語の勉強を兼ねて、毎日

のように幼稚翻にやって来て引き受けている。
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宮内省伶人(注;式部寮雅楽局の伶人)の「唱歌jの授業は、盟側では唱歌についてはお手上げ状態の

ため、明治10年 (1877)日月、東京女子締範学校1P.tlから雅楽局に協力要請をし、東犠季芳(注;とうぎす

えよし)、芝 葛鎮(桟;しばふじつね)、林広守らが交替で来閣し、指導をするようになる。洋風唱歌

が導入される前は、唱歌の歌諦は多くを豊田、近藤が担当し、それに伶人が曲をつけるという雅楽調の唱

歌であった。このことについてはこの章の後半で述べることにする。

氏原が保錦見習生の授業科目として記している近藤 浜の手技製作は、主として、第11から第20思物の

製作実技を行ったものであるが、これらにおいても、なかなか思うとおりにはいかず、苦労があったこと

を、氏原は手記で「色紙ノ如キモ外国ヨリ戟1)~寄セタ jレハ皆舟紙ナレハ之ヲ自本紙ノ西ノ内(投; J享手の

和紙。版盟・傘などに用いる。茨城県山方町西野内産)美濃紙ニ染メサセルニ之モ思フ様ニ染メ上ラス度々

之ヲ改メサセテ適当ノモノヲ得タリ」側と述べている。氏原自身が苦労したような書き振りであるが、も

ちろん、指導に関わっていた近藤、英雄らが試行錯誤をし、それに保母見習生も参加していたという状況

である。また、それらの紙を吊いた「折り紙(第十八思物摺紙法)Jについて f摺ミ紙ノ如キハ外関ノモ

ノハ美麗式ニ属スル整体形ノミナレトモ之ヲ我国古来ヨリ有ル鶴三宝菖蒲香箱等ノ如キ立体ヲ加ヘテ出版

セリJ(51)と述べているが、これは東京女子師範学校附属幼稚関が出版した[恩物図形j(52)中に保婚や保栂

見習生が作ったものを掲載していることを意味している。

また、 f立細工(第十九恩物立工法)Jの問題と、近藤 浜の工夫による難題解決についても、氏原は次

にように述べている。

思物中立細工ハ現在腕Rトヒゴヲ用ヒ容易ニ為シ得ラルルモ督時ニアリテハ独乙ヨリ取リ寄セタル外

毘式ニヨルJI、テ実ニ製作ニ掴難ナリキ之レハ外関ニ於テハ多ク竹ヲ産セザ、ルヲ以テ細ク丸ク削 1)タ

ル木ヲ以テ豆ニ接合スjレニ其丸木ノ端ヲ小刀ヲ以テ部 1)尖ラシ(注;前村による中略)此細丸木ニ代

ルニヒゴヲ用ヒ大豆ニ代ルニ擁立ヲ用ヒテ小刀錐ヲ用ヒズシテ容易ニ立細工ヲ為ス様ニナ 1)シ此発明

者ハ近藤保掘ニテ今日此立高!日工ニ付テハ深ク感謝スヘキ次第ナ 1) (近藤氏ノヒゴヲ用フルニ主レlレノ

最初ハ誠ニ提灯屋ヨリ其提灯ニスル竹腐ヲ取1)寄セ試ミタ 1}) 1日)

このように、当時の保婚は一つの陪題に直面すると「ないものjは自ら「部り工夫することjで解決し

ていったのである。摺紙法の紙と染めの問題、豆工法の立と細木の問題を除けば、第十ーから第二十思物

までの他の恩物の用法は、第十一患物刺紙法が幼児にとって作業が細か過ぎるということ以外は、保解、

保婦見習生、幼児にとってもそれほど難しい活動であったとは思われない。ただ、それぞ、れが、単なる作

業のための作業ではなく、フレーベルの主唱する反対一致と、営生・美麗・惰学の三式を含んでいること

を確認しながら製作することに注意が払われている。そのことは「思物大意」でも「代紳録Jでも繰り返

し強調されているところである。

豊田英雄の「代紳銀全」及び「代紳録二」の内容であるが、 3月1日から 7月5日までの前期講義

分は後最で詳しく触れているが、幼稚園の抑論に始まり、反対一致が語られ、忠、物ではまず第一号思、物(第

思物六球法)、第二号思物(第二思物三体法)が語られ、次に第三号盟、物(第三思物第一積体法)が語

られ、ここで営業式・摘美式・修学式が紹介され、「十五ケ条ノ法則Jに触れている。 7丹38になって、

第四号思物(第四恩物第二積体法)の説明が始まり、 7月58に前期の講義が終結している。ここでも

体に反対一致があること、営生式(注;営業式の両方が使われている)・美麗式・修学式がすべての活動

に舗わっていることが強調されている。

後期の授業は、「十月十五日Jに始まるが、ここではフレーベルその人と幼稚閣について説明し、末尾
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で「却説第四恩、物楠美式管生修学ノ正式中摘英ニ於テ最種類多也トス其一式ヨリ五式ニ至jレホハ幼稚園中

に譲jレJといい、これらのことについては『幼稚臨jを参照するようにと述べている。これは、豊田が f幼

稚園』を使い易い、実践向きの書と見なしていた証しである。 I十丹廿二日jには、第三、第四恩物両者

を使った三式について述べ、「十一月十二日j、第五愚物(第五思物第三積体法。後期は第五号恩物という

言い方はしていなしミ)に移っている。「十一月十九日jの講義内容は珍しく「傍学式 角形ホ圏ニ悶ル可

シ 摘美式 形国ニヨル可シJの記述だけであり、おそらく桑田の f幼稚園j中の例図か、掛図のような

ものを用いて説明したかであろう。 f十二月六日J、「十二月十三呂」は、簡単な国も幾っか添えながら第

六恩物(第六愚物第西穣体法)の説明をしている。この日から、 12丹24日の保婚見習生の修業式まで、英

雄の保育法の授業はない。

授業の再開は、什4 二年一月十四日Jであり、第七恩物(第七思物置板法)の説明に移るが、第ーから

第六までは由形体の思物であり、第七からは線、点によって形を作り出すことになる、と説明している。

すなわち、線は置箸法、建環法、置板、連板、鴎髄法、繍紙法、織紙法などがあるとしている。また、「謀

総ヲ以テ杭上ニ種々ノ形ヲ顕ス担シ此法当閣ニ欠クjと語っている(これは鹿鬼烏幼誰屈で取り入れてい

る)が「議持Jも線の部である。また、点は、良遊び¥石遊び、利紙法があるといい(注; I思物大意J

ではこれに「碁石」が含まれる)、「鰭Jに立工法、粘土模型法があるとしている(注;摺紙法つまり折り

紙、募紙は面であるが、「思物大意j中の説明のように明示していない)。第七思物でも幾つかの間入りで

説明がなされている。

f一月廿一日jには、「明治十二年一月廿一日造之jとして「代紳録

物の傍学式・営生式・摘美式の例が多くの関入りで説明されている。

に移るが、ここでは第七患

二十八自J、f一月対日J(注;

この日は 1mシ自宅Jとある)には、第八思物の三式が多くの関入りで説明され、 f幼稚国記 駒録』に

ある小話が幾っか挿入されている。「二月一日」には、球の説明をし、粘土模型法は「実体jの部である

と語り、球、リンゴ、ナシ、ヒョウタン、器などの閣があり、粘土による製作の目的、内容、方法に触れ

ている。また、ここで荷・び「濡糸」に触れ、その用法を説明している。

また、当自は、幼稚園の子どもの数は一教室30入位がちょうどいいということや、 f諺日今日ノ小児ハ

明日ノ大人也ト又日小児ハ大人ノ師也ト」など、『幼稚間記 約録j中の記述を挿入し、語っている。

f二月四日jの最終日の講義は、再び第八窓、物に触れているが、その理由を「其再聴セシニ因テ也jと

し、授業者としての誠実な姿勢を見せている。

以上が豊田英雄の「保育法」講義のあらましであるが、講義の内容を追っていくと、豊田英雄は、明治

11年 (1878)末あるいは明治12年 (1879)初めまでには、手技的なものを含めほほ愚物全体の目的、内容、

方法について掌握していることが明白で、ある。

クララによる f保育法Jは、保輝見習生に対しでも「雷分原書ニツイテ口授シ生徒ヲシテ手記セシムJ

というわけで、あろうから、クララ、闘のベアでしか担当できない。練習科科自を参損すると前期「恩物大

意jと後期「布列別傍Jがある。豊田英雄の手記「恩物大意jは幼稚園開業直後4カ月間受けたクララの

講義記録の一部であろうし、それが保提見習生に繰り返されたと見る。豊田、近藤、 2名の手{云い(助手)

に授けた講義とは別に、わさわざ新しいテキストを使う必要は、クララにも関にもなかったし、生まれた

ばかりの文を育てなければならないクララと、翻訳、著書で多忙で¥しかも病状が悪化していた関にとっ

て、とてもその余裕はなかったと思われる。

「布列別俸」は単なる伝記の紹介とも思われないので、豊田の「代紳録」でいえば「代紳録 一jとf代

紳録全」、「代紳録ニムまた「幼稚菌傍習開寄稿j等に記された一部分あるいは相当部分がそれに該

当するかと思う。
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r!胃、物大意 三十四葉J(注;三十四葉の文字を除いて「思物大意Jと記述されることが多い)は幼稚

簡の「抑論」に始まり、続いて六球法が語られる。ここでも f代紳録」等の内容と基本的に重なるところ

はあるが、こちらは各思物の用法が文中に関を入れながら、 f代紳録jにはないようなかなり具体的で詳

細な説明がなされている。ただ、基本は常に反対一致が語られ、営生式、摘美式、修学式で貫かれている。

特に、三式については「営生様ノ解ヲ為スハ幼稚ノ者ヲシテ希望思像心ヲ発起セシムル様注意ス可シJと、

「修学式ヲ為スiキハ其精神ヲ鋭ク為ス様ニス可シjと、「美麗様ハ其感覚ヲ鋭クス jレ者ナ 1)Jとを付け加

えている。第三思物の説明の後にフレーベルの「思物組立ノ基礎Jとして二種あって「既ニー笛ノ物体j

と未だ一個の物体に「成ラサル物jがあり、「未ター物ト成ラサルモノJを「照法Jというとしている。「代

紳録Jでいう物体教科と事業教科のことである。

「盟、物大意」においては、明治12年 (1879) 3月、関信三纂輯の『幼稚園法二十遊嬉全』にある

思物とは異なるもの、例えば「碁若J、「議糸(注;読みは「しゅしj。濡糸とすべきところか。)Jなどが

あるが、これはフレーベルが考えたものでなく、子どもの遊びからきたもので「シンヘル氏Jなる者が「先

人ノ意ヲ以テ之ヲ幼稚歯ノ課目ニ加へシモノナリ」の説明がある。また、『幼稚園法 ニ十遊嬉全』と

同ーの思物も順序が異なっている部分もある。

「代紳録J中に説明のあった、第三、第四あるいは第四、第五の思物を一緒に扱うことの日的としては、

幼児に f比較ノ心ヲ起サシムルニ在1)Jと語っている。

また、クララは(フレーベルは)、幼児の恩物活動中に保育者が適切な声かけをすること、幼児の言葉

を引き出すこと、あるいはときに町、じて小話を語ることが必要であることは拘度も繰り返すが、たとえば

営生式において「幼稚ノ白ラ其ノ形ヲ造ル|キハ其形状ニ藤シ之ニ名ケテ説明ス般令ハ若シ家等ニ付テモ家

ハ何人ノ造ル者ナルヤ又其家内ニ在ル建具等ハ何人ノ造ル者ナルヤ等(注;前村による中略)幼稚ノ自ラ

作jレ!キハ其物ニ依リテ其心ニ熟思スル様教示ス可シ」と語っている。

r，思物大意jではいわゆる，思物の他に f遊戯jを説明し、「唱歌Jを説明するが f歌を授クルハ最初其

歌ノ意味ヲ能ク解示シオキ部テ之ヲ授ク可シ若シ其意ヲ示サスシテ授ル!キハ無益ニ属スJといっている。

最終末には「小話jの説明があり、「猫ト鈴ノ話J、f太!湯ト風ノ話jが紹介され、それぞれ小話中の暑い

箇所では額を拭い、雷が鳴るときは足で音を出し、次第に激しくなるときは机を叩くなど、子どもの動作

を伴う展開例が示されている。

「恩物大意jは、各患物、各活動の意義を知るためには有効で、あったかと思うが、留があったとしても

はなく、{呆婦も、保揖見習生もこれだけでは諸活動のイメージを描き出すことには難渋したことと

思う。その点、桑田の『幼韓関jの方がはるかに実践向きであり、活動の仕方が一目瞭然である。また、

明治11年 (1878)11丹に、東京女子師範学校F付属幼稚園自体が『幼稚圏愚物国形jを発行しており、後に

も述べるように、これには説明は一切ないが第八愚物から第二十思物まできわめて豊富な実践図例が載っ

ており、豊田、近藤の保婦や、氏原、木村、横山の保熔見習生は、「恩物大意jで各愚物活動の意義を知

り、実際場面では f幼稚園jと『幼稚闘患物固形jを用いることで幼稚国保育を実体化できたと思う。

わが閣のフレーベル主義保育の初期定着には、明治 9年(1876)1月のf幼稚閤 巻上』、明治10年(1877)

7丹の f幼稚園巻中j、明治11年 (1878) 6月の f幼稚園巻下jや、解説は一切省いた『却韓国恩物

園形jが大きく貢献しているのである。

r!皆、物大意Jでは、特に、修学式の用法などは微に入り組を穿って説明されているが、それがよけいに

恩物の用い方を分かりにくいもの、馴染みにくいものにしており、幼児の気持ちを配慮すべきだといいな

がらも、その内容、方法は幼児が実践するにしては、高度に過ぎるし、複雑に過ぎるように思う。フレ

ベルが、患物のシステムを縞み出した時点から、そうした要素は具有していたかと思われるが、プレーベ
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ルの後継者たちは、さらに理屈を過剰にして、設雑化し、秘儀主義、形式主義に陥らせてしまっているの

である。形式的過ぎる指導場面では、子どもはすぐに倦君、に焔り、且つ、活動に忌避感を抱く子もあった

ことは過去に数多く報告されているとおりである。

しかし、プレーベリアンの保嬬たちの名誉のためにいうと、保栂たちは思物活動が幼見に無理なく遂行

された場合には、子どもたちは夢中になって思物による活動をすることを知っていたし、それが子どもの

感性を磨き、想像力を鍛え、創造性を育むことになることを理解していたのである。

先の f東京女子師範学校附属幼稚園製造jの f幼稚間態物調形jにおいて取り扱っている思物は、お茶

の水女子大学図書館造の資料によると、第八恩物から第二十思物までであり、第一恩物から第七恩物まで

は見られないが、そちらは桑田親五の『幼稚鶴 巻上j、『幼誰屈 巻中jで十分カバーできているという

判断であろう。

この書は日次も解説も一切なく、それぞれの思物の作り方の事例が闘で示されているのみである。ただ、

その図倒は豊富で、第八恩物霞箸法 (272種。文字、数字もーに数える)、第九思物置銀法 (107稜)、第十

図画法 (94種)、第十一刺紙法 (93種。一部 abcなどといったバリエーションを除く)、第十二鱗紙法 (136

種)、第十三，思物努紙法 (96種)、第十四恩物織紙法 (65f齢、第十五恩物組板法 (93種)、第十六盟、物連板

法 (230種)、第十七恵物組紙法 (55種)、第十八思物摺紙法 (129種)第十九恩物立工法 (108種)、第二十

思物模型法 (117謹)である。

これらの図の出典はまちまちで、最多はシュタイガル(注;士太牙。シュタイガー)のもの(第八患物

置箸法・第九恩物置銀法・第十恩物商輩法・第十一恵、物刺紙法・第十二盟、物繍紙法・第十三思物努紙法・

第十四恩物織紙法・第十五思、物総板法・第十七思物組紙法・第十九恩物豆工法)であり、サイデルとスミッ

ドのもの(第十六思物連板法)、ゴリトリア(注; i患物大意」中のゴルトアンメル)のもの(第十八思

物招紙法の 1から48まで)、ウヰーブのもの(第二十患物摸製法の 1から17まで)、東京女子師範学校隙属

幼稚揺のもの(第十八思物摺紙法の49から129まで・第二十思物模型法のウヰーブのもの17種を除いて99

種)である。

特に注自されるのは、第十八思物摺紙法すなわち折り紙の63%、第二十思物模型法の85%は東京女子師

範学校附属幼稚器製の作例である、ということである。恩物の作例の中に同校附属幼税関が良しとするも

のを取り入れ出版したのである。ここでは fないものjを「造り加えた」のである。これは問闘が思物を

「わがものJとした自信の表れである。

折り紙では、外国のものは整形体のものばかりであるが、同闘による折り紙例では、家、奴さん、一

菖蒲、鶴、蛙、蟹、兜、双船、帆掛け船、いまではほとんど折られることのない六歌仙、駕寵などがある。

特に染色された六歌仙は苦心作で、お茶の水女子大学、高橋寿賀子家、横)11家文書などにも実作例が残っ

ている。ゴリトリアの折り紙は氏原にいわせると美麗式(注;部分的には修学式を含むと考えていい)の

みとなっているが、問題の折り紙を入れて初めて、摺紙法も営生式を含むことになる。

また、模型法では、鋤、鍬、杖、縮、斧、湯飲み、瓦、鈴、魚、蜜柑、琵琶、茄子、南瓜、お釜、様子、

机、橋、徳利、柄杓、犬、豚、鶏、蛙、亀、持言十、温度計、田扇、靴、理管、鯉、金魚、手、足、胸像、

花類、鶴、猫、鹿、兎、鯛、球、半球、三角錐、立方体、円錐、四角柱、三角柱、直角三角形板、

形板、爵形板、正方形の大・中・小の板などがある。粘土でどうやって造るのか、疑問に思われるものも

あるが、ここでも、営生、美麗、修学の学習が基本となっている。

明治11年 (1878)末までには、出版物では、明治 9年 (1876) 1月の桑田親五の『幼韓関 巻上J、明

治10年 (1877) 7月の f幼稚園巻ヰlj、明治11年 (1878) 6月の f幼稚園巻下jがあり、また、明治

9年 (1876) 7丹には関信三の『幼稚国記ーニミj、明治10年 (1877)12月の f幼稚闘記f>it主義j
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が既にあり、また、明治11年 (1878)4月完成の関 「幼稚鴎創立法jが、同年12月9日発行の f教

育雑誌J(第八十毘競)に掲載され、公にされている。また、何といっても、明治11年 (1878)11s.!には、

東京女子輔範学校附属幼稚閣自身による f思物園形jが発行されている。

講義、実習では、明治 9年 (1876)の11月から翌年3月まで、豊田、近藤、保育手伝い 2名に対する松

野クララの61国に及ぶ講義があり、明治11年 (1878) 3月、保揖見習生制度による事業が始まると、松野

クララに加えて、豊田英雄、近藤 浜も保輝養成の受講者から講義者となる。豊田の講義は自信に満ちて

おり、近藤の手技製作も手堅く進められている。特に、手技製作は、近藤を中心に、豊田、保鯨助手、保

姫見習生、幼児教育に関心を持つ本校生徒なども参加しており、思物の中味を充実させることに役立って

いる。

以上のようなことから、明治11年(1878)秋頃までには、唱歌を除けば、関 信三、松野クララ、豊田

英雄、近藤 浜らの 2年間にわたる精力的な活動によって、東京女子師範学校附属幼稚留におけるプレー

ベル主義保育の初期定着がなされた、と考える。この 4名中一人が欠けてもわが聞におけるフレーベル主

義課育の早期定蒼は相当厳しかったのではないか。そうした意味では、これはただ一人の英雄がなし得た

業績などではなく、田中、中村、桑田の花、援を受けた、チームプレーによる輝かしい成果なのである。

2剛幼稚璽における唱歌教育導入の経緯

2. 1 r保育並ニ遊戴唱歌JU保育唱歌J)と洋風唱歌

2.1.1 r保育唱歌』の時代

フレーベル主義保育では、思物だけでなく、唱歌と遊戯が重視され、遊戯に伴う唱歌が重要視されるこ

とは開業前から分かっていたはずであるが、問閣では開業当初はこれについてはまったくお手上げ状態で

あった。ただ、クララはピアノをかなり弾けたし、音楽的素質があったようであるから、保蹄養成学校で

学んでいるなら、 fこの遊戯には、それに伴うこういう唱歌があり、歌詞は英語でいえばこうなりますJ

と語れたであろうし、憶がそれを翻訳し、あるいは豊田がそれを幼児向きに改訳して、 2、3曲くらいな

らすぐにでも取り込めたはずである。しかし、そうした形跡はまったく見られないのである。これもクラ

ラにまつわる謎の一つである。設立当時の一日の流れとして、 f日本幼稚信号史jでは次のように記述して

いる制。

関

整列

遊戯室一一唱歌

開誘室ー…修身話か庶物話(説話或は博物理解)

戸外あそび

整列

跨誘室一一思物一積木

遊戯室一一遊戯か謹操

食

戸外遊

間誘室町…一思物

鴎宅
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これで見ると、開業車後から、登留後、すぐに整列し、遊戯室に入り毎朝唱歌をうたったことになる。

しかし、これもいつの頃からのものか明確ではないのである。開業直後は、クララも思物の導入に忙しく

て唱歌を取り込む余裕などなかったのか、あるいは幼稚園における唱歌のメロデイーに自信がなかったの

か、自賀田種太郎、伊浮修二、メーソンより先に洋風唱歌を間障に導入する可能性はあったのにそれをし

たという形跡はないのである。「洋琴(ピアノ )Jが弾け、うたうことも好きだったクララが、関や豊田や

近藤が悩みに悩んでいるのに、なぜ自ら学んだ、唱歌を紹介しなかったのか、ここらにもクララをめぐる謎

はJ~るのである。

唱歌については、摂理の中村正置も心配して、明治10年 (1877)11月、宮内省式部寮雅楽部に依頼し、

豊田や近藤がかなりの数の歌詞を作り、伶人たちがこれに譜をつけ、保揺らにその唱歌(注;既述のよう

に洋風唱歌の導入までは「しょうが」と濁る)を練習させるという活動が始まるのである。伶人は交替で

来館したようである。第拍子で拍子をとり、和琴(注;読みは「わごんj。六弦の琴。長さ約1.9メートル。

音は大きくない)で伴奏された。この段階になると、保錦見習生や保揖練習科生らの屈想、記にもあるよう

に、クララもピアノによる伴奏をしたことは確実で、ある。

氏原は「唱歌ハ洋琴ニ合シテナス1ハ一週中月水ノ二回ニシテ朝会ノ集リノ時クララ保揖之ヲ弾ジテ幼

児一同唱歌ニ和ス此月水若シクララ氏欠勤ナレパ楽器ヲ弾ク者ナキニヨリ楽器ニ和セスシテ唱歌ス之組ノ

保雄未タ洋琴ヲ弾クゴ知ラサルニヨル遊戯ヲナスニハ楽器ニ和スル寸ナク唯唯保鯨幼児ト共ニ唱歌シツツ

ナセリJ(日)という重要な証書をしている。氏原は、明治11年 (1878) 2丹から 8月まで、保婦見習生とし

て同盟に在関しているから、その時期には、クララもピアノで雅楽調の唱歌の伴奏をしていたことが確か

である。

豊田、近藤と伶人との協力による唱歌の作成は、 f保育並ニ遊戯唱歌j(注;通称『保育唱歌J)に結実

している。斎藤恭彦(聞は、作成された曲鰭の数は、閉じ曲に異なる歌認をつけたものもあるが、重なるも

のは一方を外すが、ニ番以下で異なる譜のもの11藷を加えると103諸になる、といっている。歌詞の数は

ダブ余っているもの一つを除くと99歌詞、 2番以下を異なるものと見なすとさらに21歌詞が加わるといって

いる。両者の努力によってかなりの数の唱歌が作られたのである。曲の調子は Web上のサービスで聴く

ことも可能で、あるが、あくまでも雅楽諦で、非常にスローテンポのものが多いが、例を最も手っ取り早く

引くと「君が代」がある。歌詞は、作詞者が不明のものも多いが、 f大和ことばjを用いている。

これらの唱歌の中で、分かつている範留のものでいうと、最も古いものが、明治10年 (1877)11丹13日

に上申された 3曲、第二十ニ「露霜(秋の日影)J (芝 葛鎮撰曲)、第七十三「冬の向居(冬燕屠)J(撰

譜者不祥)、第八十六「風車J(撰譜者不祥・改訳者は輩出英雄といわれている)であり、最も新しい唱歌

が明治13年 (1880) 6月の 3油、第二十「鏡山J(林広守謡曲)、第西十九「ふりぬる文J(芝葛鎮撰

諾)、第八十四「山吹(款冬) (注;読みは「かんとう又はがんとうJ。フキ、ヤマブキ、ツワブキの異名)J

(東儀季!照撰譜)である。分かっている範間で、上申自(年月日)をまとめると次のようになる。

-明治10年 (1877)11月日日<3出〉

0第二十二「露霜(秋の日影)J (芝 葛鎮撰由)、 O第七十三「冬の間賠(冬燕岩)J (撰諮者不祥)、
・明治10年 (1877)12丹<8政〉

0第七十四「夜さむJ(上真行撰譜)、 O第五十一「苔鳥(ももとり )J(林広守撰諾)、 O第六十

三「遊魚J(山弁景}II買撰譜)、 O第八十八「兎J(多忠、廉撰譜)、 O第九十「家鳩J(東儀季芳撰譜・豊

田英雄改訳)

・明治11年 (1878) 2月2自<1曲〉
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0第二「父こそJ(東儀頼玄撰譜)

-明治11年 (1878) 2丹22日<5曲〉
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0第八十九 f手事J(辻高節撰詩人 O第二十五「ははそばJ(上真節撰曲)、 O第1i十二「我が行

く末J(林 広継諜譜)、 O第六十四「花橘J(山井基万撰諾)、 O第七十五日可水J(東儀季芳撰諮)

-明治11年 (1878) 3月<1曲〉

0第一「学選J(昭憲皐盾御歌・東儀季!~，~撰譜)

・明治11年 (1878) 4月9日くら由〉

0第ニ十四「墨縄J(多久間撰曲)、 O第二十六「菊のかざしJ(林広守撰菌))、 O第三十「やす

きためしJ(山井景)11買撰諾)、 O第六十二「よよのおやJ(本居室長詠・林 広季撰譜)0第六十七「自

金(しろがね)J(万葉集 山上憶良詠・芝葛鎮撰譜)

-明治11年 (1878) 6丹17日<5曲〉

0第三「民主事J(東儀季芳撰譜・豊田英雄詠か)、 0第五「天鶴群(たづむら)J (山井基万撰譜)、 O

第六十六「よろづの事J(多忠康撰譜)、 O第七十七fそむかぬ道J(多 忠康撰譜)、 O第七十八「浜

の真砂J(奥好義撰藷)

-明治11年 (1878) 8丹上<7臨〉

0第四「春日山J(明倫集入道前太政大臣女詠・上真節撰譜)、 O第二十三「元は早苗J(三草集

少将源定従詠・林広季撰曲)、 O第二十七月中恵J(玉鉾吾首本居3室長詠・林広継撰譜)、 0

第五十三「隅田)11J (琴後集村田春海詠・豊喜秋撰譜)、 O第六十五「鹿島神J(万葉集大舎人

二i二丈詠・芝葛鎮撰譜)、 O第七十六仁思ふどちJ(拾遺集・林 広継撰譜)、 O第八十七「閣の遊J(奥

行業撰諾)

・明治11年 (1878)10月7日<4出〉

0第二十八「兄弟の友愛J(豊田英雄訳・豊 喜秋撰譜)、 O第二十九「子(ね)の日遊J(琴後集

村田春海詠・芝葛鎮撰譜)、 O第六十J¥r苗代水J(明倫集橘為仲詠・多久随撰譜)、 O第九十

一 f野山の遊J(豊田英雄訳・奥好寿撰諮)

-明治11年 (1878)11月27日<5曲〉

0第六「神之光J(明倫集為議事月臣詠・上真行撰譜)、 O第七「街J(村田春門詠・近藤 浜撰諮)、

fみちのく山J(万葉集大伴家持詠・林広守撰曲)、 O第三十三「かひある千代J(明

倫集橘枝誼詠・辻剤承撰譜)、 O第五十四「梓弓J(明倫集平春庭詠・山弁景)11買撰譜)

-明治12年 (1879) 1月16日<6曲〉

0第八「うなゐのみちびきJ(豊田英雄訳・芝祐夏撰曲)、O第三十一「豊田英雄訳・豊 時嬬撰譜)、

O第三十四「露の光J(奥好寿撰譜)、 O第五十五「さざれいしJ(古今集束儀頼玄撰譜)、 O第五

十六 f春の山辺J(古今集素性法師詠・東儀俊慰撰譜)、 O第七十九 f不二の山J(万葉集 山部赤

人詠・東儀季芳撰譜)

・明治12年 (1879) 2丹5日<2忠〉

0第九十二「めかくしおにあそび(注;仮題)J (最田英雄訳・奥 行業撰諸)、 O第九十三 fこねづ

みJ(豊田英雄訳・東儀季長撰譜)

・明治12年 (1879) 5月10日<6蘭〉

0第九「まなびのゆきかひJ(辻 高部撰諮)、 or人の誠J(東儀彰質撰譜)、 O第三十五「造化の妙J

(近藤浜詠・近藤浜撰譜・林広守訂正)、 O第五十七「桜J(橘千蔭詠・多久槌撰譜)、 O

第六十九「めかくし遊戯(注;仮題)J(豊田英雄訳・近藤 浜撰諮)、 O第八十「王紹君J(村田春海
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詠・奥好義撰藷)

・明治12年 (1879) 5丹10日<4曲〉

0第十一「滝の自糸J(千載集盛方詠・林広継撰泊)、 O第十二「夏山J(金葉集慈丹詠・林

広守撰曲)、 O第七十「山時鳥J(近藤 浜詠・東儀季芳撰曲)、 O第八十一「こがいJ(拾遺集兼

盛詠・林広季撰諮)

-明治12年 (1879)11月<10由〉

0第十三「明石の浦J(柿本人麻呂詠・多久 随撰諾)、 O第十四内自の藤J(橘 二子蔭詠)、 O第十五

f去年の雪J(続後撲集蔀関白左大臣詠)、 O第十六「賂蜂(こほろぎ)J (万葉集読人不知)、 O

第五十八f唐琴(からこと)の浦J(古今集 素性法師詠・撰諸者不祥)、 O第五十九「水底の月J(古

今集紀貫之詠)、 O第六十一「ニ見の浦J(藤原兼職詠・東儀頼玄撰諮)、 O第七十一「山下水J(拾

遺集紀貫之詠)0第八十二「堤の雲J(春野詠)、 O第九十八 f出家J(近藤浜訳)

-明治12年 (1879)12丹9自<4曲〉

0第九十四「泰J(近藤浜訳・林広守撰譜)、 O第九十五 f夏J(近藤浜訳・林広守撰諮)、 O

第九十六「秋J(近藤浜訳・林広守撰譜)、 O第九十七 f冬J(近藤浜訳・林広守撰諮)

-明治13年(1880) 5丹20日<6出〉

0第三十七 f竹之根J(橘 千蔭詠・出井基万撰譜)、 O第三十Af行巡(ゆきめぐり)J(後古今集

小野お大臣詠・東儀彰質撰譜)、 O第三十九「雪降りてJ(古今集上真行撰譜)、 O第六十 fいろ

はJ(近藤 浜撰譜・東{義季芳訂正)、O第九十九「宇治)IIJ(万葉集柿本人麻呂詠・奥好寿撰藷)、

O第百「花見之駒J(近藤浜詠か・豊喜秋撰諸)

・明治13年 (1880) 6月<3蘭〉

0第二十 f鏡I1JJ(林広守撰曲)、 O第部十九「ふりぬる文J(芝葛鎮撰譜)、 O第八十閤 fl1J吹J

(東儀季!開撰諮)

-上申日不祥<17出〉

0第十七 f大和撫子J(権掌侍税所敦子詠・林 広継撰譜)、 O第十八「若紫J(権命婦平尾歌子詠・

多忠、廉撰譜)、 O第十九 f君が代J(林広守諜譜)、 O第二十一「海行かばJ(東犠季芳撰政)、 O

第四十f六の球(注;むつのたま)J (豊田英雄訳・辻 高節撰譜)、 O第四十一f赤色J(豊田英雄訳・

奥好寿撰譜)、 O第四十二「黄色J(豊田英雄訳・豊喜秋撰譜)、 O第間十三「青色J(豊田英雄訳・

多久隠撰譜)、 O第西十四 f柑色J(豊田英雄訳・奥好義撰誇)、 O第四十五「縁色J(豊田英雄訳・

多忠康撰譜)、 O第四十六f紫色J(豊田英雄訳・豊 時都撰諸)、 O第四十七「元急J(豊田英雄訳・

辻 期承撰譜)、 O第四十Af間色J(豊田英雄訳・東儀季長撰譜)、 O第五十行委心J(撰譜者不祥)、

O第七十二「君が恵J(芝葛鎮撰譜)、 O第八十三「富士の峯J(村田春海詠・東{義俊慰撰譜)、 O第八

f科戸(注;読みは「しなどJ)の風J(撰譜者不祥)

開業 1年後の明治10年 (1877)11月27白、皐宿・ を迎えて正規の間関式が行われたが、その時、

園児たちが唱歌をうたったことは記録上確かで、ある。明治10年(1877)11丹28日の日自新聞聞には「幼稼

唱歌し保栂音幾を奏せしかば、圏中にさんざめき渡りて面白かりければ、御気色もいとめでたかりきjと

ある。また、英雄のいう f(前年の開業式の日に)風車、蝶々などのうたをうたひてJというのもこの自

のことと思われる。

幼見が集団で唱歌をうたうということは当時は大変珍しいことであったし、 ff呆栂音幾を奏せしかば」

というのは、クララが子どもたちの唱歌にピアノで伴奏をつけたことを指すと思われるので、幼児の歌声
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とピアノの伴奏が「盟中にさんざめき渡りて面白かりければj皇后、皇太后を初め参観する者すべてにあ

る種の感銘を与えたのであろう。

この日、クララは皇后、皇太后に挨拶をし、クララのピアノと開僚(注;近藤 浜と思われる)の琴と

の合奏も行っている。

なお、「蝶々 J，土、明治7年 (1874)頃には、例外的に早い小学校の唱歌としてうたわれるようになっ

ていたが、農田英雄の訳詞(改訳詞)とされる f嵐車Jは伶人と保婚が協力して作った最初期の唱歌の一

つである。開閉式はその晴れの披露の場でもあったのである。「風車jの上申年月日は明治10年 (1877)

11丹13日であるが、あくまでもよ申呂というのは、伶人から長に報告された日のことであって、実際の作

成年月日はそれより瀕るわけで、 f呆婚も園児も十分それを練習する時間はあったのである。式部寮の伶人

が保嫡等に唱歌音楽の「侍習Jを開始したのは、明治11年 (1878)11丹6日からであるが側、もちろん、

当月の正規の幼稚園式を意識してのことである。

引呆育並ニ遊戯唱歌jcr保育唱歌.1)の歌詞の中には、万葉集、明倫集など、古歌からとったものもあ

るが、大半の唱歌は豊田、近藤の保婚と伶人が協力して作ったものといわれている。しかし、作曲者はあ

る程度判明しているが、作詞者、訳詞者(改訳窮者)の名前は不明のものも多く、現在となっては豊田、

近藤の作を特定できるものは少ない。『日本幼権問史J(闘や斎藤基彦の資料酬などを参考に、現時点で分

かっている豊田、近藤が関係した唱歌作品は次のとおりである。

<豊田英雄>

「風車J(撰諸者不祥・訳は豊田英雄といわれている)明治10年 (1877)11月13日上申

「家鳩J(豊田英雄訳、東儀秀芳撰譜)、明治10年 (1877)12月上申

「民草J(豊田英雄詠、東儀秀芳撰譜)、明治11年 (1878) 6月17日上申

「野山の遊J(豊田英雄訳、奥好寿撰譜)、明治11年(1878)10丹7日上申

f兄弟の友愛J(豊田英雄訳、最 嘉秋撰譜)、明治11年 (1878)10月7日上申

「うなゐのみちびきJ(豊田英雄訳、芝 枯夏撰泊)、明治12年 (1879) 1月16日上申

「教の道J(豊田英雄訳、 時都撰諮)、明治12年 (1879) 1月16日上申

「めかくしおにあそび(注;仮題)J (豊田英雄訳、近藤 浜撰諮)、明治12年 (1879) 5月10日上申

「めかくしおにの遊戯(注;仮題)J (豊田英雄訳、興 行業撰譜)、明治12年 (1879) 2丹5臼上申

「こねづみJ(豊田英雄訳、東儀秀長撰譜)、明治12年 (1879)2月5日上申

「六の球J(豊自英雄詠、辻高節撰諮)、上$8不祥

「赤色J(豊田英雄詠、奥好義撰譜)、上申日不祥

f黄色J(豊田英雄詠、農嘉秋撰譜)、上中日不祥

「青色J(豊田英雄詠、多久 随撰譜)、上申臼不祥

「棺色J(豊田英雄詠、実好義撲譜)、上中日不祥

「緑色J(豊田英雄詠、多忠康撰譜)、上申臼不祥

f紫色J(畳間英雄詠、豊 持部撰譜)、上中日不祥

「元色J(豊田英雄詠、辻尉承撰譜)、上申日不祥

「簡色J(豊田英雄詠、東儀秀長撰譜)、上申日不祥

<近藤 浜>

「街J(村田春門詠、近藤 浜撰誇)、明治11年 (1878)11月27日上申
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「造化の妙J(近藤浜詠、近藤浜撰詩、林広守訂正)、明治12年 (1879) 5月10日上申

「いろはJ(近藤 浜撰譜、東儀秀芳訂正)、明治13年(1880) 5月初日上申

「山時鳥J(近藤 浜詠、東儀秀芳撰譜)、明治12年 (1879) 9丹13日上申

「めかくしおにあそび(注;仮題)J(豊田英雄訳、近藤 浜撰諮)、明治12年 (1879) 5月108上申

「春J(近藤浜訳、林広守撰譜)、明治12年 (1879)12月98上申

「夏J(近藤浜訳、林広守撰諾)、明治12年 (1879)12月9日上申

「秋J(近藤浜訳、林広守撰譜)、明治12年 (1879)12月9日上申

「冬J(近藤浜訳、林広守撰藷)、明治12年 (1879)12月9日上申

「出家J(近藤 浜訳)、明治12年 (1879)11丹上申 ※ 「野山の遊Jと同音。

f花見之駒J(近藤浜詠、豊嘉秋撰諾)、明治13年(1880) 5月20日上申

以上が、二人が直接関わっている唱歌であるが、作詞者あるいは訳詞者が不明とされている多くの唱歌

の中にニ人が関わっているものがかなりあるのではないか、と思われるのだが、今となってはなかなか特

定することは閤難な作業である。上記の唱歌中には、豊田が詞を作り、近藤が曲を作ったものなどもある。

当時の保育唱歌は、歌詞は古めかしく、曲はスローテンポで幼見向きではなかったのではないか、とい

う指摘がある。しかし、身近にモデルやサンプルがない以上、保掘や伶人たちは自分たちの手で作らざる

を得なかったのであるが、歌詞は古歌簡になったし、践は雅楽観になったのである。保婚見習生の氏原が

「現今ハ唱歌多ク不自由ナキモ此ノ幼稚園創立ノ当時ニアリテハーツモナク其保栂ノ豊田近藤両氏ノ作歌

シテ之ヲ式部寮雅楽局ノ伶人ニ作符ヲ請ヒ後此伶人ヨリ教鞭ヲ受ケ保育ニ用フルニ主リタルモノニテ彼ノ

風車家鳩民草ノ如キ之ナ 1)J (出)と記しているような状況だ、ったのである。

ただ、たとえ英語に強かったにしろ、漢学の素養で枠付けられている桑田や関には、幼児向きの作詞を

することは、難事件ヨの難事だったようである。桑田の「鵠舎(注;家鳩)の歌」の訳は次のとおりである (62)

鵠舎の歌
ハトゴヤ ハート

鵠舎をあけて鵠を放そ 稚児等図形中を出でて行く。
ド コ タ J、タ

鵠は何鹿へ行た田畝に遊び草原に遊ぶ 図形を出てたる稚児の遊ぶうちはくりかへし此勾をうたふなり。

早く踊れ鵠舎関よ 懇を高ふして三度此匂を謡ヒ図形に濁るべきを示すなり。
シメ

蹄らぬから開よソラ関まった 此匂を謡ふ持は締ってくるとも図形に入る能はざるなり。

訳者自身も自覚しているからまだ救われるが、リズム感のない、囲い訳詞である。これでは曲をつける

ことはできない。これでは幼見は叱られているようなものである。英雄はこれを次のように訳している制。

家鳩

いへばとの

はなちゃる

やまにのに

あそぶらん

かへらなん

かへらずば

すのととぢてん

すのとひらきて

ゆくゑゃいづこ

しばふのはらに

あそびであらば

とくかへらなん

すのととぢてん
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やわらかい言葉の諒子とゆったりとしたリズム感のある美しい響きである。ここにはごく幼い頃から母

から詩歌などを読み開かされ、自分自身も和歌を詠むようになった人の豊かな素養が投影されている。こ

れは単なる改訳というより創造である。

もちろん、これは遊戯に伴う唱歌であるが、遊び方は、まず子どもたちは保育者と共に手をつないで総

をつくる、あらかじめ鳩になる子をこ三人決めて輪の中(巣)に入れておくが、 fすのとひらきてjで、

つないでいる手を離すと(注;あるいはつないでいる手を高くあげると)、鳩はその隙間から飛び出して

いき、周辺で遊ぶが、歌が「とくかへらなんjに主ると、急いで、帰ってくる、という流れである。幼児に

も容易にできる遊びだけに大いに喜んで参加していたようである。幼稚園では「風率jなどと共にこれは

かなり長い期間用いられていたようである。

次に、第一恵、物六球法は乳幼児向きということで、これに関する唱歌は作られてすぐにうたわれなくなっ

たが、英雄はこれに関しては、「六の球(注;むつのたま)Jと「赤色j、「青色j、「黄色」の三元色の歌詞

(訳詞)及び桔色、緑色、紫色、元色、間色の各曲の歌詞(訳詞)を作っているが、その内三元色の歌詞

(訳語)制と、「家鳩j と共に長くうたわれることになった f風車J(聞及び「うなゐのみちびき(注;う

なゐは幼見の髪形、転じて幼鬼のこと)J (出)だけを紹介しておくことにする。

六の球

むつのたま いともでつくり

そのいろは をなじかずほど

ありとこそしれ

赤色

のぼるひに かたどるいろの

あかきをぞ たまのあそびの

はじめとはする

黄色

やまぶきの はなのいろなる

そのたまは あかきにつげる

きいろなりけり

青色

あふぎみる そのおほぞらに

いろとしも おなじきものは

あをとこそしれ

風車

(一)かざぐるま 風のまにまにめぐるなり

やまずめぐるも やまずめぐるも

みづくれるま 水のまにまにめぐるなり

やまずめぐるも やまずめぐるも
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うなゐのみちびき

わらはべ(童部)の さとりや(情易)すかる よき(好き)道を

いざ教へてん その道は

人を愛(め)づるに し(及)くものぞ無き

ここにはいたいけな子どもに対するやさしいまなざしがある。特に「うなゐのみちび、き」には幾多の悲

しみを乗り越えてきた人の慢しさがある。倉橋惣三は f今から考へて此時代の唱歌を小児には不適首なむ

づかしきもの、と評するならば、それは六十年前の過去の時代に潮って考へて見得ないものである。むし

ろこの時代にあって創作を試みた保締諸氏の力こそ感激なしには追想せられないのである。j側と語って

いる。鋭い感受性と援しい人柄を併せ持つ倉橋惣三らしい見方である。ともかく、豊田や近藤は「ないも

のjは自ら「創らなければならなかったjのである。そして「ないもの」は苦心'惨i震の末に「創ったjの

である。 r保育唱歌jに関して後代の者に学べるものがあるとしたら、当時の保婦の「創造的姿勢Jであ

る。保育は現代でもただ単に保護し教えるだけでなく保育者と子どもが f共に生きJr共に創るJプロセ

スでもあるはずである。

保母と伶人による f保育唱歌jは、数え方で異なるとはいえ、 100出程の唱歌を生み出したのであるが、

保姉養成のために使われたものが多く、実際に幼児にうたわせたものはそれほど多くはないようである。

しかし、保育実践の場に携わる者と、{云統的な音楽のプロとが、幼児の唱歌作成のために努力をしたとい

うことは、わが国の音楽史上見落とすことのできない大きな控史的事実である。

唱歌教育の始まりといえば伊浮修二というのがいわば常識となっているが、それは洋風唱歌(注;実質

は雅楽謂プラス洋楽諦の唱歌である)のことであり、雅楽調とはいえ、唱歌教育の事実上の組織的教育の

始まりは東京女子師範学校附属幼稚園にあるのである。

1. 2. 2 メーソンの来日と洋風唱歌の導入

わが国における唱歌をめぐる事態は、明治13年(1880) 3月2日、アメリカ人音楽教育家ルーサー・ホ

ワイティング・メーソンが来日することで一変する。

明治 8年 (1875) 7月、文部省は多数の留学生を派遣するが、その中に自賀田種太郎を留学生監督とし

た、アメリカの f師範科取調jを底的とする伊浮修二、高嶺秀夫、神津専三郎が含まれていた。伊浮らは

ニューヨークでメーソンに出会い、音楽教育の重要性に目覚めるが、自賀田種太郎は、明治11年 (1878)

4月廿日の自付で、田中不二麿宛てに f我公撃ニ唱歌ノ課ヲ輿スベキ仕方ニ付私ノ見込J(67) (向年4月8

日には、米関から、田中宛てに、自賀呂、伊i撃の連名で、音楽取調の事業に着すべき見込書闘を提出して

いる)を送っている。

この中で、自賀由は、産接的な音楽の効用は「挙章ノ健全ヲ劫ケ設音ヲ正シクスル等ニ可有之ト存侯」

として、円高歌ノ諜ヲ輿スニハ先ツ之レヲ東京師範事校弁ニ東京女子師範皐校ニ設クベシJと提唱し、「我

臨古今顕有ノ詞歌曲調ノ善良ナルモノヲ尚研究シ、其ノ足ラザルハ西洋ニ取1人終ニ貴賎ニ関ハラズ又雅

俗ノ加ナク誰ニテモ何レノ節ニテモ日本ノ国民トシテ歌フベキ臨歌奏ヅベキ臨調ヲ輿スヲ書フ、是レ園祭

ノ名アル故ナリJと述べ、メーソンはその任にあたる最良の人物で、あると続けている。わが留に「圏梁j

を興すためにメーソンを推薦するというのである。さらに、「又師範学校ノ演習所幼穂留ニモ右課ヲ教フ

ベシ旦ツ唱歌ハ幼克ヨ 1)始ムルヲ最良ノ法トスJと述べている。

自賀出は、明治12年(1879)6月17日、米国においてメーソンと候約書を結んで、いるが、その中には「音

幾傍習所之教師トシテ ルーサー ホワイチング メイソン氏招憐之件可取計旨領承即チ御来諭之通リ繰
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約取結ヒ申候月給ハ壱ケ月貿易銀壱円銀ニテ武百五拾居ト取定メ候J(倒とある。お麗い外国人として十分

な待遇である。

メーソンは、明治13年 (1880)4月には、東京師範学校、東京女子師範学校、向隊属小学校で唱歌の指

を始めているが、おって間的属幼稚園でも指導するようになったとされている。そのことは『東京女子

部範撃校第六年報 自 明治十二年九月 至 明治十三年八月jにおいても「是月(注， 4月)本省音梁

取調所ニ依頼シ音楽教締米画人エル、ダブルユウ、メーソンニ音楽教授ヲ嘱託ス」側とあることから明白

である。いっぽう、明治13年 (1880)2月288、「幼程圏保婚松野くら、女顕ニ依1)其濯ヲ解キ三月一日

吏ニ幼児保育ヲ嘱託シテ員外保解トスJ(71)とあるようにクララは幼誰簡を辞め、員外保蹄となる(注;ク

ララは退職後は体操伝習所のピアノ奏者となる (72))。

また、開年3月23日、同校は「是マテ音楽教授ヲ嘱託セル東京大挙理等部教授フランク、エフ、ジユエ

ツトノ瞬託ヲ解クJ(73)のである。クララ、ジュエットの二人の辞任は、同年2月と 3月であるが、もちろ

んメーソン来日と無関係ではない。空気を察知して辞めるにしろ、解壊されるにしろ実質的な11i卸役郷免」

である。

伊j暴修二の「音楽取調成績申報番J(刊によると、附属幼稚簡での授業は明治14年(1881)9月からとなっ

ており、同じ敷地内にある本校や矧属小学校に l年半近くも連れて、幼誰閣におけるメーソンの指導が始

まったのである。伊湾と一緒ーにアメリカに留学した神津専三郎は、明治13年 (1880) 6月まで、本校と幼

稚間監事を兼務しており、メーソンと幼稚園との関係は元々遠くはない。同年 9月、神津の後に幼稚園監

を引き受けた小西信八は、幼稚圏教育の改善に熱心心、でありk、本人が語つているように幼稚盟でも音楽指

をしてくれるようメ一ソンに嘆願したのでで、ある(叩7符矧5日}

{伊努j揮峯は普善占良でで、精力的ではあるが、新興屈のリーダーにありがちな我見の強いタイプであり、その生涯に

おいて閤菌の人としばしば衝突している。伊深は、メーソンを文部省に推薦した張本人で、あるにもかかわ

らず、メーソンと意見が合わずに口論することも多く、その度にメ…ソンが不機嫌になるため、通訳を担

当していた向倉党三(注;岡倉天心)の夫人や、後に高嶺秀夫の夫人となる中村正寵の娘たか子は気苦労

が絶えなかったが、メ…ソンは、幼稚闘に行くと上機嫌になり、メ…ソンがバイオリンで f蝶々Jなどを

弾くと、子どもらもメ…ソンに若手がって、ズボンにつかまったり、腕にぶら下がったりしながら、調子づ

いて、飽くことなくうたったようである。

幼雄簡では、明治13年 (1880)の後半以鋒は、新しい曲が作られることもなくなったようであるが、形

の上では、伶人が悶幼稚閣の保栂に唱歌、楽器の指導をすることは継続されている。明治14年 (1881) 5 

月24日、皇后は東京師範学校、東京女子師範学校、 i可F付属幼稚留に行啓(附しているが、その日披露された

唱歌は f保育唱歌j中の f君が代」、「自金J、「我行末Jの3曲であり、依然、洋風唱歌ではない。明治16

年(1883)の段階でも、当校学生の清水たづが f保育唱歌jのほとんどの曲を伝来の楽譜で手記している (77)

ことから分かるように、洋風唱歌の時代になっても、雅楽調の『保脊唱歌jは健在なのである。

ただ、わが屈の伝統的な雅楽(注;これも元々は奈良時代に中臨、朝鮮から伝えられた外来の音楽であ

る)を継承する伶人たち自身、洋風音楽を学ほうとする意欲は高く、芝 葛鎮(注;読みは「しばふじつ

ねJ) ら数名は、「三三保安美のきもいりで、明治11年の末から雅楽謀伶人有志により開始されたピアノ

(注;当時、三候家には貴重なぜアノがあった)J仰をするようになるが、指導者は松野クララである。

翌年には、このピアノ学習は官費を以てなされるようになるが、中村理平は「さきに述べたとおり厳密な

意味で、最初にピアノの手ほどきをうけた者は幼稚園の保母であったろうと推祭されるが、政府の許可を

得て正式に指導を受けたのは、芝 葛鎮、奥貯義、辻剖承3名の伶人と元陸軍軍学隊長の小篠秀一の

4名が初めてである。J(79)としている。
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また、実際、幼誰闘でも保揖に対するピアノの指導をしたらしく、豊田自身 I{呆育にはとにかく唱歌と

音楽がなければできません。私共はピアノを弾けず、クララがひいて賠ましたが、夜、共も習ってしまひに

は段々ひけるようにはなったのです(注，豊田がピアノを弾けたかは不明である)J酬と語っており、中

村の推察を裏付けている。

クララは元々は音楽家でもなく、音楽教育者でもなしただの一保鯨であるが、ピアノの指導という側

面で、わが国の近代昔楽教育史上重要な役割を演じているのである。こうした人物を、東京女子師範学校

附属幼稚圏が設立さき初から主席保婚として採用できたのは、やはり幸いであったというべきであろう。

当時、 60歳前後と思われるメーソンも精力的で、音楽取調所での週17時開の他に、東京師範学校、東京

女子師範学校、間的属小学校での授業もこなし、同附属幼推屈でのサービスも行っているが、学者、歌人

などが作った和風の歌詞に合う曲を探したり、あるいは多少日本風に改めたりして、日本の「園祭jたる

べき唱歌作りにも励んでいる。その成果は、明治14年 (1881)11月発行の初編判、学唱歌集jに結実して

いる。なお、町、学唱歌集jの第二編は、明治16年(1883)3丹、日、学唱歌集jの第三編は、明治17年(1884)

3月に発行されている。

『小学唱歌集i初編が発行されると、幼稚圏でも、歓迎され盛んに洋風唱歌がうたわれるようになる。

歌詞などは現代から見ればけっこう古嵐であるが、 f保育唱歌jからすれば、子どもにもいくらか分かり

やすいものとなっており、子どもの生活リズムに合った曲のテンポヤ、日本人にも議しみやすい曲の誠子

が、教師にも子どもにも受けたのである。

東京女子師範学校F付属幼稚閣の保婚横山楳子は、その履歴書に「向十一年ヨリ十六年迄六カ年間式部寮

伶人東儀秀芳向林広鞍ニ従ヒ保育唱歌催馬幾並ニ和琴等修業又米国人メーソン氏及ヒ音楽取調所ニ於テ西

洋唱歌弁ニ風琴修業J(81)と書いており、メーソンに西洋音楽を習ったことを記している。

明治15年 (1882) 7月14日、メーソンは健康上の理由で、一時休暇を取り、アメリカに帰ることになる

が、帰る当日も幼稚園に荷物を抱えてやってきて、バイオリンを弾いたりして、帰閲することを忘れたか

のように子どもたちと遊んでいる。

横山は、メーソンの帰盟に際し、「秋よりも先に露おく我が袖は人にわかるる涙なりけりJ(泣)という和

歌を送っている。

メーソンは、健康が国援すれば再来日して、自本の音楽の発展に助力するつもりであったが、何年11月、

文部省はアメリカにいるメーソンに対し、雇用打ち切りの文書を送っている。今度は音楽教育者メーソン

が「御役御免j となったのである。

また、明治20年 (1887)12月には、文部省から各曲に西洋の五綾譜を付けた f幼稚簡唱歌集 全jが出

版され、全国の幼稚園において広く使われるようになるが、この唱歌集自体は明治16年(1883) 7月には

でき上がっており、東京女子師範附属幼韓国などでは、出版に先立って{吏用されていた。この本にも豊田

が作詞に関わったと思われる「風車jや「ここなる門(注;歌詞の一、こが加部経夫、三、西が豊田英雄)J 

なども掲載されている。農自は幼稚顕の洋風唱歌時代にもその足跡を残しているのである。

東京女子師範学校附属幼稚霞における唱歌は、明治10年代半ば過ぎまで、雅楽調唱歌と洋風唱歌が並行

するというこ霊講造があるが、子どもたちが喜んでうたい、{呆婚が自信を持って唱歌の指導ができるよう

になった時期、つまり開留における唱歌の初期定着は、明治15年 (1882)前後と見ていいだろう。

〔注〕

(1) 倉橋惣三・新庄よし子『日本幼稔協史j、協)11番崎、 1930年(復刻版1980年)、 p.31
(2) よ掲番、 p32
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(4) 前掲髪、倉橋・新庄、 p.34
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なお、本稿執筆にあたっては、高橋j青賀子氏、茨城県立歴史資料舘、茨城県立図書館、お茶の水女

子大学時属閣書館、佐賀大学部属図書館、人王子市立郷土資料館のみなさまに大変お世話になりまし

た。ここに改めて深く郷礼申し上げます。
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